
福祉保健生活環境委員会会議記録

福祉保健生活環境委員長 衞藤 明和

１ 日 時 平成２８年９月２１日（水） 午前１０時０１分から

午後 ３時４８分まで

２ 場 所

第５委員会室

３ 出席した委員の氏名

衞藤明和、井上明夫、近藤和義、守永信幸、平岩純子、吉岡美智子、荒金信生、

森誠一

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係の職・氏名

福祉保健部長 草野俊介、生活環境部長 柴田尚子、病院局長 田代英哉

ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第７８号議案のうち本委員会関係部分、第７９号議案及び第８２号議案について

は、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

第８１号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することを、全

会一致をもって決定した。

請願１９及び請願２０については採択すべきものと、継続請願８及び継続請願９に

ついては継続審査とすることを、いずれも全会一致をもって決定した。

（２）陳情７及び陳情８について、質疑を行った。

（３）大分県長期総合計画の実施状況について、公社等外郭団体の経営状況等について、

大分県次世代育成支援行動計画（第３期計画）の進捗状況について及び大分県新環境

基本計画の実施状況についてなど、執行部から報告を受けた。

（４）大規模災害対策に関する提言（案）について、本委員会関係部分の検討を行った。

（５）閉会中の継続調査について、所定の手続をとることとした。

（６）県外所管事務調査の行程を決定した。



９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主任 木付浩介

政策調査課調査広報班 主幹 飛河敦子



福祉保健生活環境委員会次第

日時：平成２８年９月２１日（水）１０：００～

場所：第５委員会室

１ 開 会

２ 福祉保健部関係 １０：００～１２：００

（１）合い議案件の審査

第 ８１号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

（２）付託案件の審査

第 ７８号議案 平成２８年度大分県一般会計補正予算（第４号）

（本委員会関係部分）

第 ８２号議案 大分県国民健康保険運営協議会条例の制定について

継続請願 ８ 国の子ども医療費無料制度の創設を求める意見書の提出について

継続請願 ９ 大分県での子ども医療費助成制度の拡充を求めることについて

（３）諸般の報告

①大分県長期総合計画の実施状況について

②大分県次世代育成支援行動計画（第３期計画）の進捗状況について

③公立大学法人大分県立看護科学大学の経営状況について

④公立大学法人大分県立看護科学大学の平成２７事業年度の業務実績に関する評価

結果について

⑤公社等外郭団体の経営状況等について

⑥大分県医療費適正化計画（第三期）について

（４）その他

３ 病院局関係 １３：００～１３：４０

（１）付託案件の審査

第 ７９号議案 平成２８年度大分県病院事業会計補正予算（第１号）

（２）諸般の報告

①大分県長期総合計画の実施状況について

②大規模改修工事の進捗状況について

（３）その他

４ 生活環境部関係 １３：４０～１５：４０

（１）付託案件の審査

第 ７８号議案 平成２８年度大分県一般会計補正予算（第４号）

（本委員会関係部分）

請 願 １９ 地域の状況に応じて運用できる「民泊」法制化を求める意見書の

提出について

請 願 ２０ 犯罪被害者等に関する条例制定を求めることについて



（２）付託外案件の審査

陳 情 ７ 伊方原発再稼働に伴う四国電力株式会社との打合せの実施に関す

ることについて

陳 情 ８ 中国共産党政府による法輪功への迫害と臓器の強制摘出に対し日

本政府の正義ある対応を求める意見書の提出について

（３）諸般の報告

①大分県長期総合計画の実施状況について

②公社等外郭団体の経営状況等について

③大分県新環境基本計画の実施状況について

④平成２７年度大気環境、水環境、ダイオキシン類、自動車騒音及び環境放射能水

準調査結果について

⑤瀬戸内海の環境の保全に関する大分県計画の策定について

⑥第３次おおいた男女共同参画プランの実施状況について

⑦第４次大分県ＤＶ対策基本計画の策定について

⑧国立公園満喫プロジェクトについて

⑨祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク登録に向けた国内推薦の決定について

⑩おおいた動物愛護センター（仮称）基本構想について

⑪平成２８年熊本地震の検証（中間まとめ）について

⑫大分県地域防災計画の修正について

（４）その他

５ 協議事項 １５：４０～１６：００

（１）大規模災害対策に関する提言（案）について

（２）閉会中の継続調査について

（３）県外所管事務調査について

（４）その他

６ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

衞藤委員長 ただいまから、福祉保健生活環境委員会を開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けました議案３件、請願２件及び前回、継続審

査となりました継続請願２件並びに総務企画委員会から合い議のありました議案１件であ

ります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより福祉保健部関係の審査を行います。

初めに、総務企画委員会から合い議のありました、第８１号議案大分県の事務処理の特

例に関する条例の一部改正についてのうち、福祉保健部関係部分について執行部の説明を

求めます。

廣瀬医療政策課長 議案書の２３ページ、第８１号議案大分県の事務処理の特例に関する

条例の一部改正についてご説明申し上げます。

お手元に配付しております福祉保健生活環境委員会資料で説明させていただきます。そ

の１ページをお開きください。

１の条例の概要でございます。この条例は、地方自治法の規定に基づき、知事の権限に

属する事務の一部を条例により市町村が処理することに関し、必要な事項を定めたもので

ございます。

次に、２改正の理由でございます。医療法の一部改正に伴い、本条例の規定を整備する

とともに、中核市として保健所を設置する大分市、具体的には大分市保健所に行っていた

だいています知事の権限に属する事務の一部に関しまして、所要の改正を行うものでござ

います。

具体的には、３にあります改正の内容をごらんください。

（１）の医療法人の合併が吸収合併と新設合併に細分化されたこと、（２）の特別代理

人選任制度が廃止されたことにあわせまして、条項ずれの削除や条項の整理をさせていた

だきたいと考えております。

また、（３）の医療法人の分割に関する規定が新設されたことに伴いまして、これまで

も大分市保健所が行っております書類の受け付けや書類の進達といった経由事務にこの医

療法人の分割に係る事務を追加するものです。

４の施行期日でございますけれども、公布の日とさせていただきたいと存じます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にご質疑等もないので、これより採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり可決すべきものと総務企画委員

会に回答することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと総務企画委員会に回答することに決定いたしました。

次に、付託案件の審査に入ります。
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第７８号議案平成２８年度大分県一般会計補正予算（第４号）のうち、福祉保健部関係

部分について、執行部の説明を求めます。

草野福祉保健部長 それでは、第７８号議案平成２８年度大分県一般会計補正予算（第４

号）のうち、当部関係について説明させていただきます。

委員会資料の２ページをお開きください。

補正予算総額は、中ほどの段にあります９月補正予算、福祉保健部計として太枠で囲ん

だ部分で５，１４０万３千円でございます。

これをお認めいただきますと、既決予算額の太枠で囲んだ部分９４１億３，４０３万７

千円を加えた予算総額は、１番下の段、現計予算の太枠で囲んだ９４１億８，５４４万円

となります。

事業の具体的な内容につきましては、担当課長より説明させていただきたいと思います。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

藤内健康づくり支援課長 委員会資料の３ページをごらんください。

健康づくり支援課関係についてご説明いたします。

事業番号１、結核医療体制強化事業費２，４１６万２千円の増額でございます。

本県の結核患者につきましては、拠点病院である西別府病院を中心に受け入れを行って

いますが、がんなどを合併した高齢の結核患者の増加に伴い、その対応が課題となってい

ることから、高度な医療を必要とする患者の受け入れ可能な病床を県立病院に整備するも

のです。

具体的には、既存の病床を改修し、院内感染を防止するため、陰圧室２床を整備する経

費を支援します。

健康づくり支援課関係の説明は以上です。

髙橋障害福祉課長 続きまして、障害福祉課関係についてご説明いたします。

事業番号２、県立病院精神医療センター整備事業費２，７２４万１千円の増額でござい

ます。

これは、本年３月、県立精神科病院に求められる具体的な機能や規模等について報告い

ただきました県立精神科基本構想に沿って準備を進めているところでございますけれども、

今回、新たに精神病床の整備をすることについて、６月には県医療審議会から答申、７月

には厚生労働省から同意を得ることができたことから、県立病院精神医療センター（仮

称）の整備に着手するものでございます。

具体的には、急性期患者に対し、夜間・休日を中心に受け入れて短期・集中的治療を実

施するとともに、重篤な身体合併症患者に対し専門的医療を提供するため、精神医療セン

ターを整備する県立病院に支援するものでございます。

なお、今年度は基本設計や地質調査を行うこととしておりまして、平成３２年度中の開

設を予定しております。

説明は以上でございます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見があればお願いいたします。

平岩委員 ちょっと先のことになるんですけれど、この新しくできる精神医療センターに

収容される患者さんは薬物依存の方も入ると捉えていいんでしょうか。

髙橋障害福祉課長 薬物依存だけで捉えるとちょっとどうかわからないんですけれども、
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その症状とか状況が急性期の状況にあって、措置まで至らないような状況の方、そういう

方はここで対応することになろうかと思います。

平岩委員 済みません、まだ先のことなんですけど、だんだん具体的に見えてきだしたら、

薬物依存の会のダルクなんかの様子を見ていると、みんな１回は精神病院経由というよう

な状況もあるので、そうすると、精神科にそういう方も入ってくるのかなといろいろ考え

たりしたものですから。まただんだんわかってきたら教えてください。

衞藤委員長 ほかにないようですので、これで質疑を終わります。

なお、採決は生活環境部の審査の際に一括して行います。

次に、第８２号議案大分県国民健康保険運営協議会条例の制定について、執行部の説明

を求めます。

幸国保医療室長 資料の４ページをお開きください。

第８２号議案大分県国民健康保険運営協議会条例の制定についてご説明いたします。

１の制定理由についてですが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険

法等の一部を改正する法律により、平成３０年度から、都道府県が市町村と国保運営を担

うとともに、安定的な財政運営、市町村国保事業の効率的な実施の確保等について中心的

な役割を果たすこととなります。

国保広域化後の事業の実施に当たりましては、改正後国保法の施行日であります３０年

４月１日の前日までに、県内統一の運営方針等を定める必要があることから、改革法の規

定に基づき、当該事業の運営に関する事項を審議する協議会を設置するための条例を制定

するものです。

次に、２の協議会の組織等についてですが、（１）協議会の名称は、大分県国民健康保

険運営協議会といたします。

（２）所掌事務につきましては、アの大分県国民健康保険運営方針の作成に関すること

など３つの事項です。

なお、本県運営方針の概要案につきましては、お手数ですが下の５ページをごらんくだ

さい。

運営方針には、策定の趣旨等に加え、市町村国保の現状と課題、課題解決に向けた取り

組みなどを盛り込むこととしております。

対象期間につきましては、１の運営方針策定の趣旨等の（３）にありますとおり、医療

計画等の計画期間と合わせて３０年度から３５年度の６年間としております。

次に、２の市町村国保の現状と課題として、国保加入者の年齢構成や医療費水準等につ

いて整理・分析を行います。本県は、１人当たり医療費の水準が全国４位と高い水準にあ

るとともに、県内におきましても１．４倍の市町村間格差が生じていることなどが課題で

あると考えています。

また、（５）医療費及び財政の動向として、これまでの動向とあわせて３５年度までの

将来推計も行いたいと考えています。

３の課題解決に向けた取り組み等については、（１）課題解決に向けた取り組みとしま

して、①国保事業費納付金制度の導入や②市町村における保険税の徴収の適正な実施など、

７つの事項を掲げることとしております。

（２）の取り組みの推進体制等については、県及び市町村が国保連等関係機関と連携を



- 4 -

図りながら取り組みを推進するとともに、取り組み状況を定期的に検証し、必要に応じて

取り組み内容を見直すこととしております。

今後、市町村等との意見調整を進めるとともに、国保運営協議会への諮問・答申を受け

まして、来年度半ばごろの策定を目途に検討を重ねていきたいと考えております。

恐れ入りますが、４ページにお戻りください。

２の（３）、協議会の委員の定数についてです。アの被保険者代表からエの被用者保険

等保険者代表の４つの区分ごとに任命し、アからウにつきましてはそれぞれ３人、エにつ

きましては、被保険者代表等の半数以上同数以内とされていることから、２人以上３人以

内としています。

３の施行期日につきましては、公布の日とします。

なお、４のその他についてですが、３０年４月１日以降、本国保運営協議会の設置根拠

が、改正後の国民健康保険法第１１条第１項の規定となることから、３０年３月３１日ま

でに本条例を廃止するものとしております。

説明は、以上でございます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

吉岡委員 １つだけお尋ねします。５ページの３の課題の中の⑤なんですけど、１番下に

被保険者証様式や交付時期の統一、出産育児一時金等保険給付水準の統一のところで、出

産育児一時金って、県内全市町村で差があるんでしょうか。あえて書いてあるのは、差が

あって統一するのかということをお尋ねします。

幸国保医療室長 現行としては給付水準に一致しております。基本部分と加算部分がある

んですが、ただ、条例等によって加算の部分を変えている部分があるので、基本的には現

行の同一分でございます。それでよろしいでしょうかという意思確認等を今後市町村とも

していくところでございます。

守永委員 ５ページの中で確認なんですけれども、２の（２）の医療費水準のこの数字と

いうのは、いわゆる被保険者、前段の６５歳から７４歳だけじゃなくて、全体の年齢での

金額かというのと、６５歳までの方と６５歳から７４歳、７５歳以上のそれぞれの世代と

区分でこういう数字が出せるのかどうか教えてください。

幸国保医療室長 １つ目のご質問につきましては、これは全体の被保険者数、それの総額

を割っているということでございます。それと、年齢区分別でございますけれども、市町

村国保においてはデータがございますので、年齢区分ごとで算出することも可能でござい

ます。一般的には、やはり高齢者、国保については６５歳から７４歳までなんですが、や

はり慢性疾患等をお持ちなので、やはり上に年齢が重なるごとに医療費水準としては基本

的に高くなると考えております。

井上副委員長 ４ページの協議会の組織の委員の定数（３）、このアからエまでの部分が

ありますが、被保険者代表とは、例えば、何かの団体の長とか、何か基準、そういうもの

があるのかどうか。

幸国保医療室長 区分につきましてはアからエになっているんですが、被保険者代表とし

ては、今、予定していますのは、例えば、被保険者という形の資格を持っていらっしゃる

方ということになるんですが、今、想定としては、老人クラブ連合会とか、地域婦人団体

とか、そういった団体の代表の方にお願いをしたいと考えております。
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井上副委員長 それぞれ保険医または薬剤師とか、公益代表とか、もう既に予定している

部分があるんですか。

幸国保医療室長 これから、この議決を受けてから正式にお願いすることになるんですが、

例えば、保険医または薬剤師代表につきましては、医師会、歯科医師会、薬剤師会、それ

ぞれの方に委員としてご推薦いただくと想定しております。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の審査を行います。

継続請願８国の子ども医療費無料制度の創設を求める意見書の提出について及び継続請

願９大分県での子ども医療費助成制度の拡充を求めることについて、あわせて執行部の説

明を求めます。

二日市こども未来課長 子ども医療費助成制度に係る継続請願８及び９について、一括し

て説明申し上げます。

国では、子ども医療の自己負担や国保の国庫負担の在り方に関する検討会の取りまとめ

を受け、社会保障審議会の医療保険部会において検討を継続しています。

ニッポン一億総活躍プランでは、国民健康保険の減額調整について見直しを含め検討し、

年末までに結論を得るとしており、県としては引き続き国の動向を注視していきたいと考

えています。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見があればお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にないようですので、これより両請願の取り扱いについて協議いたします。

まず、継続請願８国の子ども医療費無料制度の創設を求める意見書の提出については、

いかがいたしましょうか。

〔「継続審査」と言う者あり〕

衞藤委員長 それでは、継続についてお諮りします。

本請願を継続審査とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本請願は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、継続請願９大分県での子ども医療費助成制度の拡充を求めることについては、い

かがいたしましょうか。

〔「継続審査」と言う者あり〕

衞藤委員長 それでは、継続についてお諮りします。

本請願を継続審査とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本請願は継続審査とすることに決定いたしました。

これで請願の審査を終わります。

以上で付託案件の審査は終わりました。

次に、執行部より報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。
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まず、次第の①と②の報告をお願いいたします。

草野福祉保健部長 それでは私から大分県長期総合計画の実施状況について、ご説明しま

す。

お手元の資料、大分県長期総合計画の実施状況についてという別冊１、２をごらんくだ

さい。

これは、大分県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例に基づき、毎年報告して

いるものですが、今回は最終年度となる安心・活力・発展プラン２００５を別冊１で、ま

た、平成２７年度からスタートしたプラン２０１５を別冊２で報告します。

なお、お手元に別紙としてまち・ひと・しごと大分県総合戦略の基本目標・施策ＫＰＩ

達成状況をお配りしています。これは別冊２に記載している目標指標から、総合戦略に掲

げた基本目標と施策ＫＰＩを抜き出したもので、あわせてご参照願えればと思っておりま

す。

まず、プラン２００５について、別冊１の１ページをお開きください。

指標による評価や指標以外の観点からの評価、施策に対する意見・提言により、５７施

策の総合評価の結果を記載しています。

施策の達成状況については、表の１番上にありますようにＡからＤの４段階での評価と

していますが、施策目標を「達成」のＡ評価及び「概ね達成」のＢ評価は、表の上から３

行目にありますように５５施策、全体の９６．５％となっています。また、「達成がやや

不十分」のＣ評価は２施策となっています。

次に２ページをお願いいたします。

５７施策にはそれぞれ目標指標を定めていますが、それら計１９２の目標指標について、

最終達成状況を４段階の区分にまとめております。「達成」及び「概ね達成」は、表の上

から３行目にありますように、１６１指標、全体の８３．９％となっています。また、

「達成不十分」は１３指標、「著しく不十分」は１８指標となっています。

なお、参考資料として、１６５ページ以降に、政策・施策ごとの平成２７年度の目標値

に対する達成度及び最終年度の目標値に対する達成度の推移を一目で分かるようレーダー

チャート方式にしていますので、後ほどごらんください。

それでは、３ページにお戻りいただきまして、福祉保健部に関する施策は安心の分野に

なりますが、政策欄の１子育ての喜びを実感できる社会づくりの推進から４の医療の充実

と健康づくりの推進までの４つの政策に対応した９つの施策と、政策欄８、地域の底力の

向上の（１）地域で共に支え合うまちづくり、９危機管理の強化の（２）感染症・伝染病

対策の確立の計１１施策であり、Ａ評価がそのうち８、Ｂ評価が３施策となっています。

平成２７年度がプランの最終年となりますが、それぞれの施策において設定している指

標について、達成度の高い指標と低い指標について、主なものをご説明いたします。

まず初めに、達成度の高い指標についてご説明します。１８ページをお開きください。

高齢者が安心して暮らせる地域づくりの、ページの真ん中あたりⅡ目標指標の指標欄を

ごらんください。上から２番目の認知症サポーター数です。

これは、認知症に関する正しい知識の普及啓発や、市町村・民間企業への取り組み要請

等により、認知症サポーターの養成が進み、最終年の目標４万人に対して７万７千人を超

える実績を上げたことから、達成度が１９４．４％となったものです。
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続いて２８ページをお開き願います。

施策、安心で質の高い医療サービスの充実におけるⅡ目標指標欄の４番目、大分ＤＭＡ

Ｔ隊員登録者数です。この指標は、災害発生時に被災現場へ迅速に駆けつけ、救急医療活

動を行うための専門的な訓練を受けた医療チーム、いわゆるＤＭＡＴの登録者数です。

防災意識の高まりや、ＤＭＡＴの認知度向上などにより、年々隊員登録者は増加してお

り、４３０名と目標値を上回る実績となりました。４月に発生した熊本地震では、１６病

院から２２チームが熊本入りするなど、県内外で活躍しているところであります。

続きまして、達成度の低い指標についてご説明いたします。

８ページにお戻りください。

施策、次代を担う子どもを社会全体で支える環境の整備の目標指標の上から３番目、フ

ァミリー・サポート・センター事業実施市町村数についてです。

同事業は、児童の一時預かりなど、登録会員による相互援助活動に関する連絡調整を行

うもので、プランの策定時は全市町村での事業実施を最終目標としていたところですが、

その後の市町村の事業計画の見直しで姫島村、津久見市は３１年度までに実施しないとな

ったこともあり、実績が１３市町となりました。今年度から九重町が事業を開始しますの

で、１４市町となったところです。今後も引き続き早期実施に向けて支援してまいります。

次に１２ページをお開きください。

施策、安心して子どもを生み育てられる保健・医療の充実における目標指標の１番目、

周産期死亡率についてです。

この指標は、出生数千人当たりの死亡率をあらわすものであり、２７年度の実績５．２

は達成度６６．７％と目標値に大きく及びませんでした。

Ⅲの指標による評価の１番目にありますとおり、周産期死亡率は出生数千人当たりとい

う指標の性質上、単年度の死亡数により大きく率が変動するという面もあります。今後の

対策としては、既に実施している周産期医療協議会での死亡症例検討などに加え、この６

月からは総合周産期母子医療センターの医師を本庁併任とし、効果的な施策を講じていく

ための体制を強化し、しっかりやっていきたいと考えております。

続いて、安心・活力・発展プラン２０１５の達成状況についてご説明します。

別冊２の３ページをごらんください。

プラン２０１５では、政策欄の１、一人ひとりの子どもが健やかに生まれ育つ社会づく

りの推進から３障がい者が地域で暮らし働ける社会づくりの推進までの３つの政策に対応

した８つの施策と、政策欄７地域社会の再構築の（１）つながりを実感する地域社会の実

現、９安全・安心な県土づくりと危機管理体制の充実の（４）感染症・伝染病対策の確立

が、福祉保健部が所管する施策となっており、Ａ評価が８施策、Ｂ評価が２施策となって

います。

これら１０施策について取り組みを進めているところですが、これも達成度の高いもの、

また低いものについて、主なものをご説明いたします。

まず、達成度の高いもののほうです。１２ページをごらんください。

プラン２０１５において新たに策定した施策であります。結婚・妊娠・出産・育児の切

れ目ない支援の推進の目標指標である出会い・結婚に関する支援を実施している市町村数

です。
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２７年度に開始したおおいた出会い応援事業において、市町村とともに県内の婚活支援

団体等も参加する情報交換会を開催するなど、市町村への積極的な働きかけにより、結婚

支援窓口の設置や出会いの場の提供等を行う市町村数が１３となり、達成度１３０％と目

標を上回りました。

今後も、九州・山口連携による結婚・子育てポジティブキャンペーンや、企業従業員の

婚活を支援するコーディネーターの設置などに取り組み、若者の出会いを応援していきま

す。

続いて２０ページをお願いします。

施策、高齢者の活躍と地域包括ケアシステムの構築のⅡ目標指標欄の下の指標、要介護

認定を受けていない高齢者割合の全国順位です。

これは、元気な高齢者の地域活動への参加や生きがいづくりを支援したほか、自立支援

型のケアマネジメント推進や介護予防の取り組み強化などに取り組んだことにより、実績

が全国１７位と目標を上回ったものです。

プラン最終年の平成３６年度には全国トップレベルと言える５位以内を目指して、今後

も健康長寿・生涯現役社会の構築に取り組んでまいります。

続きまして、達成度が低いものについてご説明いたします。２６ページをお開きくださ

い。

施策、障がい者の就労支援における目標指標欄の下の指標、障がい者の福祉的就労に係

る平均工賃月額の全国順位です。

プラン２００５では県内での平均工賃月額を指標としていましたが、全国での位置づけ

を把握するため、プラン２０１５では全国順位を目標指標としたところです。

平成２７年度の全国順位はまだ発表されていないため、今回評価したのは平成２６年度

の実績です。全国順位１５位は達成度８９．２％となり、目標には届きませんでしたが、

工賃月額は前年度に比べ２６５円上昇しています。

今後も、アドバイザーの派遣等、技術向上や販路拡大の支援、共同受注・共同販売体制

の確立などに取り組み、障がい者が地域で暮らし働ける社会づくりを推進していきます。

二日市こども未来課長 それでは、最初に説明しました委員会資料の６ページをお開きく

ださい。

安心・活力・発展プラン２０１５の実施状況として、部長から主な指標について説明さ

せていただきましたが、主要な政策として掲げている子育て満足度日本一の実現に関連す

る計画として、大分県次世代育成支援行動計画、おおいた子ども・子育て応援プラン（第

３期計画）の進捗状況についてご報告申し上げます。

個別事業ごとの評価の表の左側にありますように、子どもの成長と子育てをみんなで支

える意識づくりや地域における子育ての支援など７つの基本施策を定め、施策ごとに計８

８項目の数値目標を設定しています。

平成２７年度の実績でございますが、７ページの右下にありますとおり、２７年度目標

値に対し１００％以上の達成を二重丸、９０％以上を丸印、９０％未満を三角印、実績値

未確定を横棒として、表の右側の達成率の欄に記載しています。

６ページに戻りまして、指標の２番目の人権教育推進のファシリテーター養成数（累

計）を初め、達成率二重丸が３８項目、また表の１番目の体験的参加型による人権学習を
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実施した児童生徒数の割合を初め、達成率丸印が２８項目となっており、一方、１５番目

の認定こども園数を初め、達成率三角印が６項目となっています。なお、３番目の社会全

体において男女の地位が平等と感じる人の割合を初め、実績値未確定が１６項目となって

います。

８ページをお開きください。

子育て満足度日本一に向けた取り組みを分かりやすく評価するため、計画の総合的な効

果であるアウトカムをはかる指標として設定している総合的な評価指標１０項目の状況で

ございます。

指標①の子育てが地域の人に支えられている、と答えた人の割合を初めとする４項目で、

基準値となる平成２６年度数値を上回っています。中でも、②の住んでいる地域の子育て

の環境や支援への満足度が高い、やや高い人の割合は、前回、平成２５年の調査から１３．

８ポイントアップの３８．３％となっています。

一方、③の保育所入所待機児童数と④の子ども１人当たりの医療費・保育料等助成額の

２項目は、平成２６年度数値を下回っており、⑩の難しいことでも失敗を恐れないで挑戦

している、と答えた子どもの割合は平成２６年度数値を上回っているものの、順位は下が

っています。

なお、⑤の６歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児関連時間など、最新値の欄に数値

の記載のない指標３項目につきましては、５年ごとの国の調査等で数値を把握することと

しており、結果の公表があり次第、更新することとしています。

このような進捗状況も踏まえつつ、おおいた子ども・子育て応援県民会議でご意見等を

いただくとともに、副知事を会長とし、関係部局長を構成員とする庁内の推進会議で部局

間の連携を図りながら、子育て満足度日本一を目指し、各種施策に取り組んでまいります。

井上副委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見があればお願いいたします。

吉岡委員 ２つ教えてください。１つは別冊１の１２ページの安心して子どもを産み育て

られる保健・医療の充実の２の目標指数の中の１周産期死亡率が、ちょっと達成が難しか

ったというのがあるんですけど、自然死ということを言われておりまして、その原因とい

うのがここでわかるかどうかわからないんですけど、例えば、特に高齢に伴ってそういう

のが多くなったとか、環境的なものなのか、それとも、県病には周産期母子医療センター

もありますから、対応はしてもらっていると思うんですけど、減ってきてはいるけど、最

後の４．２ということで、こちらの資料と合わせたときにきちっとこれが対応できそうな

のか、それともまだいろんな手当てをしないと難しいのかということを、せっかく子供を

望んでいるので、そこを教えてください。

それともう１つは、この委員会資料の８ページの指標の③保育所入所待機児童数ですけ

ど、このレーダーチャートを見ると、ここは俄然低くなっているんですね。この待機児童

でお聞きしたいんですけど、３歳以上は結構施設もたくさんあって、１００％を超してい

るところが多いと思うんですが、１番相談の多いのはゼロ歳から３歳までで、その期間に

働きたいと思う方も多いけど、やはり預けられないからと。これはそこに支援をしないと、

いつまでたっても３歳児はいいけど、３歳までは特に手がかかって、保育士がそこが３人

に１人がつくと、そこでどうしても壁があるのかなと。これを解決するには、３歳までを

受け入れやすくする支援をしないと解決できないかなと思うので、その２点を教えてくだ
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さい。

藤内健康づくり支援課長 まず周産期死亡率ですけれども、この周産期死亡は、妊娠２２

週以降の後期死産と、それから、生後７日未満の早期新生児死亡の合計なんですけれども、

今回、５．２という数字が出ておりますが、実際は両方合わせて４８例です。具体的には、

妊娠２２週以降で亡くなる死産が４１体、それから、生まれて１週間未満で亡くなってい

る赤ちゃんが７名という数字なんですが、かなり減ってきておりまして、毎年大体合わせ

ると４０例プラスマイナス数例なんです。多い年は、確かに全国で下位になるんですけれ

ども、マイナス数例のときには全国で上位に行くというような状況で、上がり下がりを繰

り返しています。

実際、どういうケースが周産期死亡になっているかというのを分析しておりますが、生

まれつき重い障がいであったり、染色体異常であったりして、なかなか生まれても生存が

困難なケースが多いようです。とはいえ、今、平成２３年以降、１例１例の周産期死亡例

の要因分析を産婦人科の先生方に委員会を立ち上げて分析していただいています。その中

で、１例でも防ぎ得なかったのか。つまり、周産期医療体制を整えることによる、あるい

は連携とかを進めることによって、１例でも周産期死亡を減らせなかったかという分析を

していただいています。２５年の報告を見る限り、３６例の中で、１例はうまくいけば救

えたかもしれない。逆に言えば３５例はなかなか今の医学をもってして防ぐのは困難であ

ろうというような状況でした。とはいえ、まだわずかながらでも改善の余地がありますの

で、先ほど部長から説明がありましたように、今、周産期医療センターの産婦人科医を週

に１日うちの課に来ていただいて、妊娠期からの切れ目のない支援体制を強化するために

はどうするかという議論をさせていただいておりますので、何とかこれを下げる方向で努

力してまいりたいと考えております。

二日市こども未来課長 保育所、特にゼロ歳から３歳まで、幼稚園の前、保育所に入所定

員に対して希望者が多くて入れないという状況は、委員ご指摘のとおりです。

大分県内では、大分市を中心に待機児童が４月の時点でも大分市の３５０人、佐伯市が

２０人で、３７０人出ております。大分市も大変危機感を持っておりまして、２９年度末

の待機児童ゼロに向けて、新たに保育所を運営する事業者を募集して、９００人の子供の

定員の数に対して、１，６００人分の事業者の応募があったと聞いております。応募があ

ったところを全て認めるということではなくて、もちろん適性を判断して、県からも判断

する委員会の委員を出しまして、保育所の定員数を大幅に拡大するという計画をしており

ます。

県といたしましては、保育所の整備などに国の支援とあわせて支援するとともに、保育

士の確保に力を入れることにしております。そのような保育の定員がふえるということは、

保育士がたくさん必要になるということですので、保育士の修学資金の制度を今年度から

始めますし、また、子育て支援員という資格を取っていただいて、保育士の仕事をサポー

トする朝夕の子供の少ない時間帯などに保育士と一緒に子育て、保育を担う人材の研修な

どをやって保育の充実に努めているところです。

吉岡委員 どうもありがとうございました。これは本当に女性の皆さんからも、せっかく

頑張りたいという意欲が今伸びておりますし、その環境づくりのためにも、さらにまたよ

ろしくお願いしておきます。
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近藤委員 別冊２の３ページの２番目、健康寿命・生涯現役社会の構築～健康寿命日本一

の実現～は、総合評価がみんなＡ評価になっています。それで、健康寿命日本一の実現を

目指しているわけですから、評価の仕方が平均寿命に対して健康寿命がどれだけ伸びたか

という指標で評価しないと、ここにある３つのような指標では、評価としてもずれるんじ

ゃないかなと思います。それはどうですかね。

藤内健康づくり支援課長 お手元の別冊２の１６ページをごらんいただきたいと思います

が、今委員ご指摘のように、みんなでつくる健康づくり運動の推進、あるいは生涯現役社

会の構築を評価するのであれば、健康寿命と平均寿命の差といいますか、平均寿命のうち、

どれくらいが健康寿命かというのを示されたらどうかということをおっしゃられましたが、

実は、平均寿命は５年に１回出ます。健康寿命が３年に１回なんです。平均寿命と健康寿

命の比率とか差を出すのは、両方そろって出る年でないと出ないんですが、２０１０年は

ちょうどこの両方が一遍に出て、そういう数字を出すことができたんですが、今の状況で

すと、１５年に１回ですから、次は２０２５年でないと全国レベルで評価できる平均寿命

と健康寿命の両方を出せないものですから、まずは３年に１回出せる健康寿命をきちんと

出していって、全国順位がどうなっているかということを評価しようとしております。委

員おっしゃるとおり、本当は生涯現役を目指すのであれば、それをすることが必要ですの

で、県ではお達者年齢という独自の指標等もつくって評価しようとしています。市町村ご

とにもお達者年齢を出しているんですけれども、全国と比較して評価しようというときに、

ちょっとそういう制約があるということでございます。

近藤委員 健康寿命を創造するための取り組みとしてはいいと思うんですけど、目的は健

康寿命の創造ですから、どこかでどれだけ縮まりましたよというような数字が出てこんと、

今説明でわかりましたけど、そこは原点でありますので、それを中心にお考えをいただい

て、今後、推進していただきたいと思います。

平岩委員 ２７年度実績、別冊１の中で、説明されなかったところでご質問してもいいで

しょうか。

３点教えてください。まず１点目が、別冊１の１０ページに児童養護施設の小規模化と

いうところがあるんですね。「地域分散化を推進するため児童定員６人から８人の地域小

規模児童養護施設の整備を支援」とあるんです。これは既存の児童養護施設がグループホ

ームを持つという捉え方でいいのか。この小規模な児童養護施設という捉え方をどう考え

ればいいのかなという１点。

それから、２点目に１６ページに老人クラブ加入率とあるんですね。私も老人クラブに

いろいろ誘われて、ご招待を受けて、まだ入っていないんですけど、行くといつもクラブ

の連合会の会長さんは、最近加入率が悪くて地域のご老人の率が本当に少なくなってきて

いるというのを嘆かれるんですね。どこに問題があるんだろうなと思って、うちの地域を

見ていても、入っている人と入っていない人といるし、就労している人もいるし、そこま

で時間はないという人と、一種独特の雰囲気に染まりたくないという人といろいろあるん

ですけど、どうしても老人クラブの加入率を高めようと考えていらっしゃるのなら、どう

捉えているのかなというのを１点。その２点を教えてください。

伊東こども・家庭支援課長 児童養護施設の小規模化、地域分散化についてお答えします

けれども、まず小規模化につきましては、本体施設をユニット化して、できるだけ家庭環
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境に近い環境でケアすることを小規模化と言っております。

一方、地域分散化につきましては、委員ご指摘のとおり、グループホーム化ということ

で、本県では一般の民家を借り上げて、そこで６人から８人の児童が共同生活をするとい

う形をとっております。今回、この目標指標は、地域小規模児童養護施設といって、グル

ープホーム化した施設の箇所数を設定しているところでございます。

清末高齢者福祉課長 老人クラブの会員数の減少についてご質疑がありましたけれども、

平成１７年の加入率が３０．２％で、１０年後の昨年が１７．２％ということになってお

ります。クラブ数も２，１３０から１，６７５、約５００弱減っているような形です。そ

れで、やっぱりその原因を老人クラブ連合会で分析しておりまして、１つは、やっぱり６

０歳になってもまだ就労を続ける方が多いというのが１点と、先ほど委員がおっしゃられ

たように、いろいろな活動をする団体ができてきたというのがあります。それと、まただ

んだん今平均寿命が伸びてきていまして、高齢化によってやめる方、もう老人クラブの活

動はできないという方がふえてきているというのが原因分析でございます。

それともう１つありますのが、単位の老人クラブの会長が交代するときに、老人クラブ

の会長は、地域においては名誉職なので、だんだん地域の公的な行事の参加というのがふ

えてきます。それで、何年に１回か交代するときに、新たになられる方がこんなにたくさ

ん事業はできないというところで、会長を引き継ぐ方の人材がなかなか見つからないとい

うことで解散するクラブがふえているというのがあります。

それで、今、全国老連としては声かけ運動とかをしているんですけれども、県老連とし

ましては、解散したところはもう１回新たに立ち上げてくれと。そうすれば、今まで前の

会長が引き受けていた公職が少しご破算になって、これだけの量でいいよというようなと

ころがあるので、そうしたところを中心に声をかけているという取り組みがあります。

以上のような現状でありますし、また県も老人クラブで新たな活動をしたときに、グル

ープを集めてやったときに補助金をつけて支援しているところでありますけど、現状と分

析は今申し上げたとおりでございます。

平岩委員 ありがとうございました。低いとは思っていましたけど、組織率がそこまで低

いとは思っていなくて、地域の中で老人クラブに入っている方たちは、発言力がとても強

いんですよね。だから、老人クラブって、何か生き生きしていると思うんですけど、みん

な価値観が違うので、１つのところで一緒にというのが苦手な人もいるし、でも、何か私

たち地域で助け合いとかするときに、いろんな行事に参加されないのは老人クラブに入っ

ていらっしゃらない方で、そういう方たちとどうやってアプローチしていけばいいのかな

というのを思うときに、これは複雑な問題だなと思いますし、私もいつも「入ったらいい

よ、入ったらいいよ」と言われるんですけど、「もうちょっと待ってください、もうちょ

っと」と言って断っているような状況です。

それと、児童養護施設のグループホームのユニット化はわかるんですけど、すぐにユニ

ット化できないところと、前の状況を続けながら、会社の中でやっているところとあると

思うんですけど、９つ養護施設があるんですかね、その中でグループホームとして立ち上

げて発展しているところが何施設ぐらいあるんですかね。

伊東こども・家庭支援課長 現在、グループホーム化しているのが８カ所ございます。１

つの施設が複数のグループホームを持っているところもあるので、８施設というのは、本
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体施設が８カ所ではなくて、グループホームが８カ所ということになるんですが、ユニッ

ト化ができていない児童養護施設もまだございますが、現在移転改築も検討しております

ので、改築の際には、そういったユニット化を進めるように支援しているところでござい

ます。

守永委員 ３つほどなんですけれども、まず別冊１の２８ページで、目標指標の４の大分

ＤＭＡＴ隊員登録者数が４３０人で達成したというお話なんですけれども、具体的にこれ

はどういう声かけをしているのかなというのが聞きたかったんですけれども、何科の医師

とかいう、もう専門ごとに声かけをするのが現実なのか、お医者さんであれば全体に投網

をかけて募集をしているのか、それを教えていただきたい。

別冊２の１２ページで、出会いの関係ですけれども、出会い・結婚に関する支援を実施

する市町村数が１３となっているんですが、残り５つの市町村名を具体的に教えていただ

きたいと思います。

それと、同じ本の２６ページの障がい者の福祉的就労に係る平均工賃月額の全国順位が

１２位から１５位に下がってしまったということで、これは、単価的には上がっているん

だという説明があったんですけれども、この順位の出展の資料を教えていただきたいと思

います。というのが、１５位よりも上にある１４位以内の県に障害者差別禁止条例を持っ

ている県がどのくらいあるのかなと思って、ちょっとそれを調べてみたいので、出展があ

って、全国順位がそれぞれの県でわかれば教えていただきたいと思います。その３点です。

廣瀬医療政策課長 ２８ページの大分ＤＭＡＴの声かけの方法ですね。一応県医師会を通

じまして、手上げ方式でさせていただいています。ただ、どちらにしても、実際いざとな

ればドクターと看護師さん、あとは事務方と、場合によっては薬剤師さんもついていると

いうことで、結構大きな病院にお願いすることになります。あと、知事と協定を結ぶよう

な形にして、知事が指定をするということです。

二日市こども未来課長 出会い・結婚に関する支援を実施している市町村数１３で、して

いない５の自治体ですけれども、申し上げます。別府市、日田市、竹田市、由布市、姫島

村なんですが、これは２７年度の実績値で、実は２８年度は全１８市町村で実施していた

だいております。

髙橋障害福祉課長 工賃の月額の出展ですけれども、厚生労働省から出ておりまして、順

位が県ごとに出ておりますので、資料を提供したいと思います。

井上副委員長 ちょっと今の関連で、障がい者の就労支援、今の別冊２の２６ページです

ね、これは工賃は上昇したけれども、それが伸びて２６５円上昇した結果、平均値が幾ら

になったのかわかればお願いします。

髙橋障害福祉課長 １万６，１３４円です。

井上副委員長 別冊１の２４ページにも同じ取り組みがあるんですが、このとき中ほどの

目標指標ですね、実績値が２２年は１万６，２０５円だったんですかね。１万４，０５９

円に対して、目標年度が１万６，２０５円。これは２６５円上昇したというのは、どの数

字に対してということなんですか。

髙橋障害福祉課長 別冊１の２４ページ、２７年度の数値が出ておりまして、先ほど言い

ました２６５円は、２５年から２６年の差でございます。

井上副委員長 ２５年から２６年の差。そして、これが２７年度。そしたら、２６年度よ
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りもちょっとまた上がっている。２６年度より２７年度はさらに上がっているということ。

髙橋障害福祉課長 はい、上がっております。

井上副委員長 はい、わかりました。

森委員 では、別冊２の１２ページ。先ほど守永委員からもあったんですけれども、出会

い・結婚に関する支援を実施している市町村数が、先ほどの話だともう目標値を達成して

いる、１００％ということなんですけど、今後、３６年度までの目標値が１８で、もう既

に達成しているということで、この施策に関する意見、提言のところ、１３ページにもあ

るように、婚姻率の上昇等に反映されるとか、あとは出生率の上昇とかの指標をこの成果

指標、目標指標とするということは今後考えていないのかどうか教えてください。

二日市こども未来課長 検討してまいります。

森委員 ぜひよろしくお願いします。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、次の報告をお願いします。

③から⑤までをまとめてお願いします。

廣瀬医療政策課長 お手元の青い表紙の冊子でご説明させていただきます。その冊子の５

２ページ及び５３ページが私どもの県立看護科学大学についての報告になっております。

報告第１９号公立大学法人大分県立看護科学大学の経営状況についてです。

まず、左側の項目２の県出資金でございますが。土地・建物合わせて３２億６，４３６

万３千円の全額県出資の法人となっております。

続きまして、項目３の事業内容ですけれども、当法人は、保健師・助産師・看護師など

の看護職を養成するための大学運営を行っており、地域社会への貢献のための教育研究活

動等を積極的に行っているところでございます。

次に、項目４の平成２７年度決算についてですが、経費削減及び外部資金の確保に努め

ながら、大学運営は計画どおり順調に行われております。１番上の経常収益は９億５，２

８６万７千円、その下の経常費用は９億１，９５６万９千円で、差し引きの経常利益は３，

３２９万８千円の黒字となっております。

剰余金につきましては、目的積立金として積み立て、教育研究の質の向上及び組織運営

の改善に充てることとされています。

最後に、項目５の問題点及び懸案事項並びに６の対策及び処理状況ですけれども、開学

後１８年が経過し、教育・研究の機器類及び施設が老朽化しております。６の１にありま

すように、機器類は全体的な教育、研究機器整備計画を策定し、主に目的積立金で修理、

更新に努めているところでございます。また、施設の保全については、大分県公共施設等

総合管理計画の中で進めてまいります。

さらに、５の２の収入の確保策として、外部資金である競争的研究費などを確保するた

め、６の２に書いてありますように、教員全体に対する説明会を開催するなど、全員が獲

得できるような対策を行っているところでございます。

続きまして、５３ページ右側の公立大学法人県立看護科学大学の平成２７年度の業務実

績に関する評価結果についてご報告申し上げます。

これは、地方独立行政法人法第２８条に基づき、各事業年度における業務実績について、

経営・財務・看護教育等、各専門分野の外部委員５名から成る評価委員会の評価を受けま

して、報告させていただくものです。
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平成２７年度の評価については、２の（１）にありますとおり、「全体として年度計画

を順調に実施している」という結果でした。

大項目評価としまして、（２）の枠内にありますように、Ⅰの教育研究等の質の向上に

ついては最も高いＳ評価を、また、Ⅱの業務運営の改善及び効率化からⅤのその他業務運

営の４項目についてもＡ評価と、高い評価を受けているところでございます。

その判断理由については、（３）にありますように、特定行為に係る看護師の研修制度

について、九州で唯一の指定研修機関に認定されたこと、また、地域の在宅高齢者への予

防的家庭訪問実習を正規の科目として本格実施したことなどが評価されているところでご

ざいます。

前田福祉保健企画課長 公社等外郭団体の経営状況等についてご報告させていただきます。

今回、福祉保健部が経営状況をご報告する公社等外郭団体は、地方自治法第２４３条の

３第２項の規定に基づき、議案として経営状況等を報告する団体が２団体、大分県公社等

外郭団体に関する指導方針に基づき報告する団体が２団体の計４団体です。

資料は、青い冊子の県出資法人等の経営状況報告概要書と公社等外郭団体経営状況等調

書及び緑の冊子の公社等外郭団体見直し方針の３冊ですが、引き続き青い冊子を使って説

明させていただきます。

まず、県出資比率が２５％以上等である指定団体に該当する３団体について、ご説明い

たします。

概要書の６ページをお開きください。

初めに、社会福祉法人大分県社会福祉協議会の経営状況について、ご説明いたします。

項目２のとおり、資本金等の総額は１，５００万円で県からの出資金はございません。

項目３の事業内容ですが、１から６にありますように、社会福祉を目的とした各種事業

を行っています。

項目４の２７年度の決算状況ですが、左側の事業活動収支計算書の当期収支差額は、プ

ラス５億２，０６２万円となり、右側の貸借対照表の当期正味財産（純資産）増減額も４

億７，５７２万３千円の増となっています。

いずれも主な要因は、平成２７年度国の補正予算に盛り込まれた介護人材・保育士確保

のための修学資金貸し付け事業に伴う積立金の増加によるものです。

また、項目５の問題点及び懸案事項の２のところですが、県社協は、課題である財務改

善と組織強化のため策定した経営基盤強化・発展計画に基づき取り組んでおり、この中で

指標としております資金収支計算書（一般会計社会福祉事業区分）の当期資金収支差額は、

２年連続のマイナスから、平成２７年度は５０４万３千円のプラスに転じ、改善が図られ

たところでございます。

続いて、７ページを見ていただきたいと思います。

公益財団法人大分県地域保健支援センターの経営状況について、ご報告します。

まず、項目２の県出資金は５００万円で、出資比率は２５％となっております。

項目３の事業内容ですが、主要な事業は、３番目の結核、がん、循環器疾患及びその他

の疾病予防の検診事業で、主に県内各地を検診車で巡回する巡回型の検診を実施しており、

２７年度の検診受診者数は延べ２２万１，９００人となっております。

次に、項目４の２７年度決算状況ですが、左側の当期正味財産増減額は３，４５７万１
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千円のマイナスです。マイナスの理由としては、項目５の２にありますとおり、職員の早

期退職による退職金の増加や乳がん読影料のアップによる医師報酬がふえたこと等が挙げ

られます。項目４に戻りまして、右側の貸借対照表の正味財産は５億２，９４５万９千円

となっています。

次に、項目５の問題点及び懸案事項及び項目６の対策及び処理状況ですが、少子高齢化

による人口減少や医療機関での個別検診志向の高まり等から、検診受診者数が減少傾向に

あり、検診収入の確保が課題となっています。

検診収入の確保のために、今後は、平成２７年度に策定した新経営改善計画により、平

成２０年度以降、据え置きとしていた各種検診料金の増額改定やがん検診での最低保証料

金制を導入する市町村の拡充、さらには、支援センターに併設するクリニックにおいて需

要の多い乳がん検診の開所日数の増を図る等により、収益の増を図ることとしています。

続いて、８ページをお開きいただきたいと思います。

公益財団法人大分県臓器移植医療協会の経営状況について、ご報告いたします。

項目２の県出資金は２千万円で、出資比率は３１％となっています。

項目３、事業内容としては、１の移植医療に関する普及啓発、２の腎臓提供者と腎臓移

植希望者との調整協力事業、３の臓器提供医療機関に対する体制支援や教育事業などとな

っています。

次に、項目４、２７年度決算状況ですが、左側の正味財産増減計算書の経常収益は４９

１万２千円、経常費用は４１２万８千円で、当期正味財産増減額は７２万１千円のプラス

となっています。

主な収入で特徴的なものとしては、３番目の支援型自動販売機等が１０６万５千円とな

っており、主な支出は、移植コーディネーターの人件費が２２２万２千円となっておりま

す。

同じ項目４の右側、貸借対照表の１番下、正味財産は６，７５３万８千円となっていま

す。

次に項目５、問題点及び懸案事項及び６の対策及び処理状況についてですが、自主財源

の確保など経営体質の強化が課題となっていることから、２５年度からの取り組みとして、

３月末現在１２台あります支援型自動販売機の設置活動を進めるなど、今後も必要な収入

の確保を図ることとしています。

続いて、３６ページをお開きください。

県出資比率が２５％未満で、その他の出資等団体に該当します公益財団法人大分県アイ

バンク協会の経営状況についてご報告させていただきます。

項目２、県出資金は５００万円で、出資比率は７％となっています。

項目３、事業内容ですが、１献眼者の募集及び登録や、２提供される眼球の摘出、輸送、

検査、保存及びあっせん、３の献眼や角膜移植に関する普及啓発などとなっています。

次に、項目４、２７年度決算状況ですが、左側の当期正味財産増減額は１２０万４千円

のプラスとなっています。

主な収入で特徴的なものとしては、昨年度６名から角膜の提供があったことによる眼球

斡旋手数料が１８０万円となっております。右側の貸借対照表の１番下、正味財産は７，

３７１万２千円となっております。
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項目５、問題点及び懸案事項及び項目６、対策及び処理状況ですが、眼球斡旋手数料が

不安定であることから、それ以外の財源の獲得が課題となっているため、引き続き献眼の

普及啓発、寄付金や企業協賛金の確保、そして、現在４台あります支援型自動販売機の設

置活動を進めるなど、安定した収入の確保を図ることとしています。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にご質疑等もないので、次の報告をお願いします。

幸国保医療室長 委員会資料の９ページをお開きください。

５月の初常任委員会の際に、本年度の県計画等の策定スケジュールとして、当室から大

分県国保運営方針と大分県医療費適正化計画（第３期）についてご報告したところですが、

国保運営方針については先ほど申し上げましたので、大分県医療費適正化計画の概要につ

いて、ご説明いたします。

初めに、１の計画策定の趣旨等についてです。（１）趣旨については、県民の生活の質

の維持・向上及び良質かつ適切な医療提供体制の確保を図りながら、医療費適正化を総合

的かつ計画的に推進していくために定めるものでございます。

また、（３）計画期間につきましては、大分県地域医療構想が本年６月に策定されたこ

とも踏まえ、第３期の本来の始期である平成３０年度から１年前倒しし、２９年度から３

５年度の７年間の計画としております。

次に、２の医療を取り巻く現状と課題についてです。（１）県民医療費については、本

県の平成２３年度の県民１人当たり医療費は全国４位と高い水準にございます。また、そ

の下の（２）県内市町村別医療費についても、平成２６年度の市町村国保１人当たり医療

費に１．４倍の格差があるなど、都道府県及び市町村間の地域差の縮減などが課題となっ

ております。

このような課題の解決を図るため、その下３の計画の目標等にありますとおり、（１）

県民の健康保持の推進に関するものとして７項目、（２）医療の効率的な提供の推進に関

するものとして２項目の目標を掲げております。

また、これら目標の達成成果を踏まえた平成３５年度における医療費見込みも設定する

こととしております。

次に、４策定体制についてですが、県医師会や保険者協議会等関係団体の代表１９名で

構成する大分県医療費適正化推進協議会において協議、策定することとしております。

最後に、５の策定スケジュールについてですが、今後、国の示す基本方針の改正を受け、

第１回目の医療費適正化推進協議会を１０月に開催し、委員皆様方のご意見等も伺いなが

ら、来年度半ばごろの策定を目途に、検討を重ねていきたいと考えております。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見があればお願いします。

近藤委員 医療費がいろんな取り組みで結構安くなっているところもあるやに伺っていま

す。埼玉県のある町、早稲田大学が７５歳以上の医療費がどれぐらいかかっているかとい

うのを調査している結果が新聞に載りましたけれども、労働者――現役として働いている

７５歳以上の人たち、約千人近くの平均医療費というのは約７０万円、それから、一般の

７５歳以上の一般市民の平均医療費というのが９１万円というような調査の結果がありま

す。ということは、やっぱり目的を持ってしっかり働いている人は、医療費が抑えられて
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いるのかなと思いますし、徳島県の中山間地で有名な町がありますけれども、葉っぱビジ

ネスはご存じですね。あれをやられているところは、お年寄りがいろんな自分たちの収入

のためにいろいろ頑張って働いている。約２００戸ぐらいなんですが、３億円近く稼いで

います。そこは入所者がだんだん少なくなって、老健施設が成り立たなくなって、そうい

う状況があるわけでありますけれども、そこまで出るといろんなところで影響が出ますけ

れども。高齢者になっても目的を持ってしっかり働いていけば、健康寿命にもつながりま

すし、医療費抑制にもつながりますよね。そういう施策をしっかりと県もいろんな面で打

っていただいて、そういうのもＰＲしながらやっていただいたらどうかなと個人的には思

っています。

それで、１つお聞きしますけど、今、高額医療費の徴収はどうなっているんですかね。

私は目の手術をしたんですけど、「今回は医療費の請求はありません」と３回ぐらい言わ

れたんです。高額医療の徴収はどうなっているのか、現場で払わんでいいようになってい

るのかな。どういう部分が徴収になっているのかな。お医者で聞くわけにもいかんけん、

お願いします。

幸国保医療室長 高額医療制度は、一定の限度額を超えた場合というのがあっています。

委員がおっしゃるように、それを超えていなければ、請求は基本的にというか、超えてい

ないのかどうかというのがあるんですけれども、基本的には今市町村が窓口となっていま

す。ですから、こういった場合については、申請という形でお願いをしていると伺ってい

ます、国保の関係についてはですね。

近藤委員 医療機関で直接、「限度額を超えていますので、きょうの支払いはありませ

ん」と。一応払って、それからあれかなと思ったんだけど、今、そういう制度になってい

るのかな。

幸国保医療室長 一医療機関で外来の場合ですと、そういった形で自分の負担があらかじ

め申請しておった場合は、医療機関から別途市町村に請求する場合もあるものですから、

その扱いが由布市さんがどうなっているか、今存じていないですけれども。

草野福祉保健部長 委員は国保になるんですか。

近藤委員 いや、後期高齢者。大体７０数万円払っていますけど。

幸国保医療室長 後期高齢者の場合は、１度申請というか、確認しますと、広域連合でそ

ういう手続をするようになっていると伺っておりますので、多分そういった意味では、超

えるものについては医療機関が広域連合等と調整して、精算というか、処理をされている

と考えています。

近藤委員 ３割負担だから、当然かかるなと思っておったら、「医療費がきょうはありま

せん」と言われて、えっと思って、払わんほうがいいけどなあと。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、これで諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

森委員 大分県として健康寿命日本一に取り組むということで、いろんな施策が行われて

いますけれども、間もなく１０月が健康づくり推進月間ということで、福祉保健部を挙げ

てまたいろんなイベントとかの展開をされると思うんですけど、庁内でもそういった意識

を職員さん自身も、我々議員も持っていかなきゃいけないと思うんですが、その辺の話で

１０月もうすぐですけれども、受けて、この県庁内での取り組みとかいうことがあれば、
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またさらに加えて、何か紹介することがあれば教えてください。

藤内健康づくり支援課長 １０月を中心とした健康寿命延伸月間は、県内で３１８のイベ

ントが予定されて、延べ５万人を目標に、多くの県民に参加いただこうと思っています。

今、委員ご指摘の庁内でどう取り組むかということですが、１人１人の職員の健康づく

りについては、この１０月にウオークラリーといいますか、そういうヘルスアップ事業を

それぞれの所属ごとにやるという取り組みもございますし、それだけじゃなくて、各部局

がこの健康寿命を延伸するために福祉保健部だけじゃなく、各部局が一緒に連携して取り

組んでいただくことが必要ですので、実は昨日、健康寿命日本一おおいた推進本部会議と

いう、知事が本部長で各部局長が委員となっている２回目の会議をきのう開催いたしまし

た。その中で、各部局がこの１０月の推進月間に、その関連する団体とどう取り組んでい

くのかといったような報告もありましたし、また、ちょうど今、来年度に向けていろいろ

議論していますので、各部局が今年度、さらに来年度どういう取り組みをするかという議

論をいただきました。県庁を挙げて、本当に福祉保健部だけじゃなくて、各部局が連携し

て、この健康寿命日本一の実現に向けて、庁内として取り組んでいくという状況になって

います。

森委員 県民総ぐるみということでもありますし、県庁が本気を見せればまた県民にも広

がっていくと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

吉岡委員 それでちょっと思い出したんですけど、先般、第２回の健康寿命日本一創造会

議に私も出させてもらって、あの中のキャッチコピーの最優秀賞、これがすばらしいので、

これをばーっと広げたほうがいい。それは大分方言ですけど、「いつまででん たべち

あるいち 笑おうえ」、これは大分方言でとてもわかりやすいし、せっかく最優秀なので、

いろんな機会にどんなアピールをしたら大分もＰＲできていいのかなとちょっと思い出し

まして、すばらしい作品だったので、ご紹介しました。

平岩委員 ちょっと時間があるようなので、私がことしの夏に知らなくて勉強したことな

んですけれど、工藤企画監にも随分お世話になって、一緒に教えてもらったんですけど、

区画整理や街路事業とかで、自分の土地を提供したりすることがありますよね。その提供

をしたときに、一定の収入をいただいて、家が削られたら家を建てかえなきゃいけないと

かいうことで、何千万円もらってもそれで使っちゃうんですけど、所得税は５千万円まで

かからないんですね、収入があっても。

でも、次の年の国民健康保険と介護保険料が最高額のところに値して、どっと上がっち

ゃったんですよ。私の相談を受けた方は、ご高齢者で、年金生活者でそんなに蓄えがあっ

たわけでもないので、びっくりしてしまって、これでは生活できないって大騒ぎになった。

市の管轄の街路事業だったので、市で随分聞いて回ったんですけど、法律で決まっていま

すからというところで、法律で決まっているということを知らなかった、きっと担当の人

たちもそのことをお伝えしてあったんだと思うんですけど、やっぱりそこがうまく入って

いなかった。そのことを私自身も知らなかったので、実際、土地収用に携わっている土木

の方に聞いてみたら、用地課の方は知っていたんですけど、ほかの方は知らない方が多か

ったので、ぜひこのことは共有して、法律が変わることが１番いいのかもしれませんけれ

ど、市長会等も要求しているらしいんですけど、いずれにしても、そういう形で公共事業

に提供したときには、次の年の介護保険料や医療保険はどっと最高額になるということを
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ご存じだったでしょうか。私は知らなかったので、大変だったんですけど、ご存じでした

か。それが共有できたらいいなと思ってご案内させていただきました。

守永委員 関連してというか、補足的な部分になるかもしれないんですけれども、土地収

用とか、そういう事業とは別に、いわゆる財産を現金で譲り受ける分には非課税の部分が

あるんですけれども、それを税金を払うために転売するとかしたときに、一時所得になっ

てしまって健康保険関係は全部税率が上限に張りついてしまうので、そういうことがあり

ますよというのを、いわゆる保険のほうから周知する取り組みもないと、その事業にかか

わる方だけが知っていて、情報としてお伝えするというのでは、やはりそんなのあるのと

いうので、びっくりする方が多くいると思うんですね。保険サイドから、市町村の窓口か

らうまく伝わるように工夫をしていただければと思います。

幸国保医療室長 国保の関係になっておりますので、先ほどの分でいえば、収用関係は毎

回毎回ありましたので、私も土木と事情をお話したときに、基本的にはその辺の状況はご

了解いただくことなっていると伺っております。ただ、他方、やはりそういったことを知

らないままに保険料が高額になっている部分もありますので、それにつきましては、また

市町村と協議しまして、どういった方法がいいかということを検討させていただければと

思います。

衞藤委員長 ほかにないようですので、これをもちまして、福祉保健部関係の審査を終わ

ります。

執行部はお疲れさまでした。

ここで、休憩します。再開は午後１時といたします。

午前１１時３２分休憩

午後 １時 １分再開

衞藤委員長 それでは、委員会を再開いたします。

これより、病院局関係の審査を行います。

まず、付託案件の審査を行います。

第７９号議案平成２８年度大分県病院事業会計補正予算（第１号）について、執行部の

説明を求めます。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 第７９号議案平成２８年度大分県病院事業会計補

正予算（第１号）についてご説明いたします。

議案書は１１ページになります。本日は、お手元にお配りしました福祉保健生活環境委

員会資料によりご説明いたします。資料の１ページをお開きください。

上の表の資本的収入及び支出についてでありますが、太枠にあります資本的収入の補助

金を５，１４０万３千円、資本的支出の建設改良費５，２４７万１千円を増額するもので

ございます。

補正により実施するものは、下の表にあります２つの事業でございます。

まず、障害福祉課所管の県立病院精神医療センター整備事業費でありますが、補助金２，

７２４万１千円、建設改良費も同額２，７２４万円１千円の事業でございます。

この事業は、今年３月に県立精神科基本構想検討委員会から報告のありました県立精神

科基本構想に基づき、精神科の急性期患者に対し、夜間・休日を中心に受け入れて、短期

・集中的治療を実施するとともに、重篤な身体合併症患者に対し専門的医療を提供するた
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め、県立病院に精神医療センター（仮称）を整備するものでございます。

なお、今年度は基本設計や地質調査を行うこととしておりまして、平成３２年度の開設

を予定しております。

次に、健康づくり支援課所管の結核医療体制強化事業費についてでありますが、補助金

２，４１６万２千円、建設改良費２，５２３万円の事業でございます。

この事業は、結核患者の高齢化に伴い、がんなど高度医療が必要な疾患を併発した患者

の受け入れ可能な病床を２床整備するものでございます。

具体的には、当院内に院内感染防止のため、病室の陰圧化などの整備を行うものでござ

います。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

守永委員 結核医療体制強化事業の関係で、２床こういう陰圧病床をつくるということで、

特に病床数全体の増減はないのかということと、県立病院精神医療センターの関係で、ど

うしても赤字部門だという話があちこちから入るものですから、実際、建てるに当たって

収支の見込みはどうされているのか。その辺ちょっと教えていただければと思います。

疋田総務経営課長 まず病床数でありますが、９階にあります５床の部屋を２床にすると

いうことで、数としては３床減ることになります。

もう１つの精神医療センターの収支見込みですけれども、今回整備する精神科救急の分

野につきましては、不採算の分野と言われております。今後、医師のほかにも看護師であ

りますとか、あるいは精神保健福祉士などの精神医療に必要な医療スタッフを確保して体

制を十分整備した上で良質な医療を提供することで、最大限の収益を確保していきたいと

考えております。参考までに、お隣の宮崎県立宮崎病院の繰出金の状況を見てみますと、

年間に約３億円の繰り出しが行われていると。病床数が４２床であります。

守永委員 どうしても県で設置が必要だと言われている部門ですから、極力合理的な運営

というのが大事なんですけど、ただ、そういう中で体制が整わないというのが１番やはり

問題でしょうから、職員が健康に働ける体制というのを意識してやっていただければと思

います。よろしくお願いします。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、執行部より報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 それでは、大分県長期総合計画の実施状況につい

てご説明いたします。

お手元の冊子、大分県長期総合計画の実施状況についてをごらんください。

目標達成度の評価方法等については、既に福祉保健部から説明があったと思いますので、

省略させていただきます。

それでは、別冊１のプラン２００５についてご説明したいと思います。３ページをお開

きください。

病院局に関する施策は、政策欄の４、医療の充実と健康づくりの推進の（１）安心で質

の高い医療サービスの充実の一部でございます。
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所管部局は福祉保健部になりますが、この中の県立病院対策事業が対象となります。

２８ページをお開きください。中ほどの目標指標の表の指標欄をごらんください。

このうち、５番目の県立病院における地域医療支援病院の承認要件が病院局の施策とな

りますが、初診患者のうち、地域の医療機関から紹介された患者さんの数の割合である紹

介率と、県立病院から地域の医療機関へ紹介した患者さんの数の割合である逆紹介率を評

価指標としています。

目標年度である平成２７年度の紹介率・逆紹介率の目標値は、それぞれ６０％、７０％

としており、それに対する実績値は６６．５％、８２．５％で、達成率は１１０．８％、

１１７．９％となっており、目標を達成しているところでございます。

続きまして、別冊２をお願いいたします。別冊２のプラン２０１５について説明いたし

ます。３ページをごらんください。

病院局に関する施策は、政策欄の２、健康長寿・生涯現役社会の構築～健康寿命日本一

の実現～の上から２番目の施策であります、（２）の安心で質の高い医療サービスの充実

の一部でございます。

１８ページをお開き願います。

プラン２００５と同様に、所管部局は福祉保健部になりますが、この中の県立病院対策

事業が対象となり、主な取り組みとして、⑤の県立病院のさらなる機能強化でございます。

なお、プラン２０１５においては、病院局に関する指標はありませんが、指標以外の評

価として、次の１９ページに記載しております。１９ページの左上のⅣ指標以外の観点か

らの評価の１番下の⑤にありますとおり、平成２６年度に策定した第三期中期事業計画に

基づき、急性期病院としての基盤づくりを推進するとともに、大規模改修工事や病院総合

情報システムの更新に着手するなど、県民医療の基幹病院としての体制整備の強化を図っ

たところでございます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にご質疑等もないので、次の報告をお願いします。

秋吉会計管理課長 大規模改修工事の進捗状況についてご説明いたします。

先ほど補正予算の説明で使用しました福祉保健生活環境委員会資料の２ページをお願い

いたします。

まず、１の改修計画でございますが、県立病院につきましては、築後２４年が経過し、

各種設備の老朽化が進行したため、昨年度から大規模改修工事を実施しているところです。

その下、２の改修スケジュールでございますが、増築棟及び本館２階のサーバー室の工

事が完了し、７月から本館西病棟を中心とする１期工事をスタートさせたところでござい

ます。

その下、左側の建物図に①から⑤の番号で表示しているところが、本年度の主な工事予

定でございます。１番下に箇所名と工事期間を記載しておりますが、①は１０階で現在改

修中であり、来月１０月には②の２階厨房、１１月には③の９階東棟の階改修、１２月に

は④の２階手術室、来年３月には⑤の９階西棟に順次着手していくこととなっております。

全体の改修工事が長期にわたること、また、特に厨房及び手術室はエリアを分割しなが

らの改修となっていることから、工事の安全確保と円滑な施工につきまして、土木建築部
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施設整備課を初め、施工者、監理者と十分な連携・調整を図ってまいりたいと考えていま

す。

なお、工事期間中におきましても、県民医療の基幹病院として、県民の安心・安全を医

療面で支えるべく、入院及び外来患者の診療に極力影響を生じさせないようにして、良質

な医療の提供に全力で取り組んでまいりますので、委員の皆様のご指導のほどよろしくお

願いいたします。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

森委員 先ほどの結核病床２床については、今回の改修工事の中で、さっきチラッと９階

と聞いたんですけれども、その計画と先ほどの予算に上がっていた件を教えてください。

秋吉会計管理課長 結核病床につきましては、９階の西棟に当たります。来年３月から西

棟全体の工期が６月までとなっておりますので、この中で工事としてはあわせて実施する

という形になります。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 結核病床も今回予算をいただきましてから、今か

ら設計に出しますので、そこで詳細なスケジュールが出てまいります。箇所としては９階

になります。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、これで諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

守永委員 ご報告なり提案があった部分とはちょっと違うんですが、福祉保健部のプラン

の中でも評価指標になっているんですけれども、県病のスタッフでＤＭＡＴに登録されて

いる方は何人ぐらいおられますか。

田代病院局長 正確な人数はわかりませんが、日本ＤＭＡＴは２チームできる体制になっ

ています。それから、大分ＤＭＡＴは６チームぐらいは編成できる人数がおります。

守永委員 ちなみに１チーム何人ぐらい。

田代病院局長 医師１人、看護師が２、物流が１です。

守永委員 ありがとうございます。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 日本ＤＭＡＴが今１２名と、それから大分ＤＭＡ

Ｔが３４名となっております。

衞藤委員長 ほかにないようですので、これをもちまして病院局関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔病院局退室、生活環境部入室〕

衞藤委員長 これより、生活環境部関係の審査を行います。

まず、審査に先立ち執行部から発言をしたい旨の申し出がありましたので、これを許し

ます。

柴田生活環境部長 ７月４日付で防災局が設置されたことに伴いまして人事異動がござい

ましたので、本日改めて関係職員からご挨拶をさせていただきたいと思います。

あわせて、昨日の台風１６号に関しまして、新しい防災局長からご報告させていただき

ます。

なお、本日は、矢野危機管理監が台風の被災状況の確認のため欠席させていただいてお
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りますので、お断り申し上げます。

〔幹部職員自己紹介〕

神理事兼防災局長 台風１６号に関する災害情報について、私からご説明させていただき

ます。

９月１９日から２０日にかけて県南部を中心に被害をもたらした台風第１６号に関する

県内の被害状況です。

今回の台風は降水量が多く、県内では佐伯市蒲江で２０日午前９時までの２４時間雨量

が４１６ミリ、ちなみに延岡市が４４５ミリということでございます。これは９月の観測

史上最大ということでございます。また、２０日５時４７分には最大瞬間風速２５．７メ

ートルを記録しています。

被害状況等については、お手元の資料にございますけども、これは本日の９時３０分現

在でまとめたものでございます。

資料２ページをごらんください。

まず、２の災害対応状況ですが、大雨警報発表前の１９日１５時に災害対策連絡室を設

置し、強風注意報の発表予想時刻の２１時に災害警戒本部へ移行しました。

それから、昨日２０日には全ての警報が解除されましたが、調査中の被害もあるため、

１７時に災害対策連絡室へ移行して、現在情報収集に当たっているところでございます。

次に、３の被害状況です。

人的被害については、幸いありませんでした。

その下、（２）建物被害ですが、大分市で土砂崩壊による半壊が１件のほか、佐伯市で

床上・床下浸水が６１件など、計６３件の住家被害が発生しています。なお、佐伯市では

住家の被害状況について、今後、調査を進めるということになっております。

次に、（３）の道路被害ですが、崩土や道路の冠水等で６０件の被害があり、そのうち

２２件の全面通行どめが発生しております。

続きまして、３ページをごらんください。

（６）のライフライン被害ですが、豊後大野市三重町で２１戸、佐伯市の蒲江、宇目町

等で、約３００戸が停電しましたが、全て復旧しております。

次に、（８）の学校施設の被害です。佐伯市の学校を中心に、多くの学校で体育館等に

雨漏りが発生しているという状況です。

４ページをごらんください。４の避難者の状況についてです。

台風に備えて、１５市町において２２６カ所の避難所を開設しました。

また、（２）にありますが、大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後大野市

の６市が避難勧告あるいは避難準備情報を発令しました。

実際の避難者数は、自主避難も含めまして最大で２６０世帯、３９７人となっています。

衞藤委員長 ありがとうございました。

それでは、付託案件の審査を行います。

第７８号議案平成２８年度大分県一般会計補正予算（第４号）のうち、生活環境部関係

部分について、執行部の説明を求めます。

柴田生活環境部長 それでは、第７８号議案平成２８年度大分県一般会計補正予算（第４

号）のうち、生活環境部関係部分について、ご説明いたします。
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お手元の福祉保健生活環境委員会資料の１ページをお開きください。

生活環境部関係の補正予算額は、表の左から４つ目、補正予算額欄の１番下の２億４，

６３０万円でございます。既決予算額と合わせた予算総額は１１４億７，４６２万９千円

となります。

次に、補正予算の具体的な内容について、ご説明します。２ページをごらんください。

まず、私立学校施設耐震化促進事業、補正予算額は１，９８７万３千円でございます。

本事業は、私立学校の耐震化を促進するため、学校法人が行う耐震改築工事に対し助成す

るものでございます。内容は、別府溝部学園高校が実施する寄宿舎の耐震改築工事に要す

る経費の一部を国庫に上乗せして助成するものでございます。

次に、その下、自然公園施設災害復旧事業、補正予算額は１億５００万円でございます。

本事業は、被災した登山道など自然公園内の県有施設を復旧するとともに、市有施設の復

旧に対し助成するものでございます。内容は、国の経済対策で自然公園施設の災害復旧制

度が創設されたことから、熊本地震により被災した竹田市の赤川登山道や、九重町の諏蛾

守（すがもり）避難小屋の復旧を行うとともに、由布市が実施する狭霧台園地の復旧に対

し、助成するものでございます。国の補助率は５分の４となっております。

次に、その下、生活基盤施設耐震化等交付金事業、補正予算額は９，７８２万２千円で

ございます。本事業は、大分県生活基盤施設耐震化等事業計画に基づき、市町村が実施す

る簡易水道の統合整備や水道施設の基幹改良に対して支援するものでございます。内容で

すが、今回、国からの追加内示があったことから、簡易水道の統合整備として、由布市、

臼杵市、豊後大野市の３市３カ所、水道施設の基幹改良として、宇佐市の３カ所を、補正

予算に計上するものでございます。

次に、１番下、動物愛護拠点施設建設事業、補正予算額は２，３６０万５千円でござい

ます。本事業は、犬猫の譲渡を推進し、動物愛護の啓発・教育を充実させるため、新しい

動物愛護の拠点施設を大分市と共同で設置するものでございます。具体的な補正内容です

が、平成３０年度中の開設を目指し、設置予定地である大分市廻栖野（めぐすの）のみど

りマザーランド内の用地測量や基本設計等を実施するものでございます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にご質疑等もないので、これより午前中に審査しました福祉保健部関係部

分とあわせて採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり可決すべきものと決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の審査を行います。

請願１９地域の状況に応じて運用できる「民泊」法制化を求める意見書の提出について、

執行部の説明を求めます。

佐伯食品安全・衛生課長 お手元の請願文書表１ページをお開きください。あわせて、委

員会資料の４ページをごらんください。こちらで説明します。
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「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書の概要でございます。

訪日外国人の増加に伴い、都市部において宿泊施設が不足している中、インターネット

を通じて、自宅の空き部屋を提供し、宿泊者を募集する民泊サービスが全国的に広がって

います。本来、旅館業の許可が必要ですが、手続の煩雑さや他法令による制限を理由に許

可を取得せずに営業する施設が多数あらわれる事態となっております。

このような中、国においては、有識者による「民泊サービス」のあり方に関する検討会

で検討を進め、本年６月２０日には、資料上段の総論の２行目にありますように、「早急

に法整備に取り組むべきであり、既存の旅館業法とは別の法制度として整備することが適

当」とする内容の最終報告がなされました。

次に、資料中段の民泊の制度設計のあり方をごらんください。（１）にありますように、

基本的な考え方として、住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ、一定の要件の範

囲内で実施するものとしています。また、（２）と（３）にありますように住宅の提供者

は行政庁へ届け出ること、住宅の家主が不在で提供する場合は管理者を置くこと、管理者

及び民泊の仲介業者は行政庁へ登録することとしています。（４）の一定の要件等として

は、年間提供日数の上限設定を基本とすること、住居専用地域でも実施可能とすること、

制度設計の具体化に当たっては地域の実情に配慮すること等も記載されています。

このような内容を踏まえ、できるだけ早期の国会提出を目指し、新法案が検討されてい

ると聞いております。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

森委員 今、農家民泊とかをされている方も当然対象になるし、ａｉｒｂｎｂ（エアビー

アンドビー）とか、ネットでかなり大分県でも紹介されていますけど、そういったところ

がほとんど対象になるということでよろしいんでしょうか。

佐伯食品安全・衛生課長 農泊、グリーンツーリズムとかブルーツーリズムについては、

従来から実は旅館業法の枠の中で許可をとって今営業しております。業としてもうやって

おりますので、農泊、グリーンツーリズムやブルーツーリズムなどは旅館業法の許可をや

っていただいておるんですが、今回対象になるのは、今、森委員の言われるように、ａｉ

ｒｂｎｂのように、インターネットを通じて宿泊を仲介するような業態、いわゆるマンシ

ョンの１室であるとか、そういったところを仲介業者が仲介して一般の方に貸し出すよう

なところでございまして、業としてはやっていないんですけれども、そういう形態で営業

活動をやっているようなところが対象ということで、先ほど説明しましたように、無許可

で隠れてやっているような業態のところが対象ということになります。

森委員 今ａｉｒｂｎｂとかで実際部屋を県内でも貸している方というのは、違法に貸し

ている方も――実際は違法だという方が多いということなんですか。

佐伯食品安全・衛生課長 先般、私どもも調査をしたところなんですが、今ａｉｒｂｎｂ

に登録している業者が大分県全体で５６施設、そして、そのうち旅館業法の許可を登録し

ているところは１７施設、旅館業法の許可を取得していないところが３９施設で、残り３

施設あるんですが、これは保健所から施設が判明したところについて、今現在指導してい

るんですが、そこが３施設ということになっております。ですから、旅館業法の簡易宿所

でとれる部分は、それで許可をとっていただくんですが、それに旅館業法の簡易宿所で許

可をとれないような、簡易な１人で泊まれるだとか、そういったところについては、民泊
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新法によって規制がされてくるということになってまいります。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、これより、採決いたします。

本請願は、採択すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本請願は採択すべきものと決定いたしました。

ただいま、本委員会の発議をもって、意見書案を提出することに決定いたしました。

事務局は、案を配付してください。

〔事務局が意見書案を配付〕

衞藤委員長 それでは、案を事務局に朗読させます。

〔事務局朗読〕

衞藤委員長 この案に、ご意見はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にないようですので、細部については委員長にご一任いただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

また、作成した意見書案は、２７日の本会議最終日に提出したいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 それでは、そのようにいたします。

続いて、請願２０犯罪被害者等に関する条例制定を求めることについて、執行部の説明

を求めます。

後藤県民生活・男女共同参画課長 犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願につきま

して、ご説明をいたします。お手元の緑色の表紙の請願文書表２ページをお開きください。

また、お手元に大分県の犯罪被害者等支援推進指針もお配りしておりますのでご確認く

ださい。

国におきましては、平成１６年１２月、犯罪被害者等基本法が制定され、同基本法に基

づき、犯罪被害者等基本計画が定められました。現在は、本年４月１日に閣議決定された

第３次犯罪被害者等基本計画に沿って取り組みが進められているところでございます。

一方、県におきましては、犯罪被害者等が、どこに住んでいても、いつでも必要な支援

を途切れることなく受けられるよう、また、誰もが安心して暮らすことができるような社

会の実現を目指し、実際に生じている課題に対応できるよう、この大分県犯罪被害者等支

援推進指針を策定したところでございます。

県の犯罪被害者等支援に取り組む明確な姿勢を示し、犯罪被害者等に関する施策を総合

的・体系的に推進することを目的とするものであり、知事部局、警察本部、教育委員会が

連携し、速やかに具体的な取り組みを進め、毎年度、検証を行うこととしているところで

ございます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にご質疑等もないので、これより採決いたします。
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なお、請願２０については、文教警察委員会にも関係がありますので、合い議をいたし

ました結果、採択すべきとの回答がありましたことを申し添えます。

本請願は、採択すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、本請願は採択すべきものと決定いたしました。

この際、お諮りいたします。

採択した本請願を執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求したいと思い

ますがご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がないので、そのように決定いたしました。

以上で請願の審査を終わります。

次に、付託外案件に入ります。

議長から回付されています陳情７と８について、一括して執行部から説明をお願いした

いと思います。

法華津防災危機管理課長 伊方原発再稼働に伴う四国電力株式会社との打合せの実施を求

める陳情につきまして、ご説明申し上げます。

お手元のピンク色の陳情文書表２ページをお開き願います。

伊方発電所の再稼働に伴い、大分県と四国電力との間で、次の３点について文書確認や

情報開示を求めるという内容であります。

県においては、これら３点について、次のとおり考えております。

１点目の四国電力の賠償能力や損害賠償に関してですが、原子炉の運転等により原子力

損害が生じた場合は、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、当該原子力事業者が賠償

責任を負うこととされており、賠償措置として１，２００億円が用意されております。こ

の金額を超え事業者が賠償責任を負いきれなくなった場合は、国が必要な援助を行うこと

となっております。

２点目の異常発生時の本県への情報伝達につきましては、万一の事故の際には、県民の

安全・安心を守るため、いかに早く正確な情報を得るかが重要です。県は愛媛県との確認

書に基づき、四国電力の事故情報に加え、国の要請・指示事項や愛媛県の防護対策等、本

県が防災対策等を講じる上で欠かすことのできない極めて有用な情報を入手しております。

従いまして、愛媛県を窓口として情報を入手することが最善の方法と考えており、今後と

も愛媛県との連携を一層強化してまいります。

３点目の核廃棄物の保管、処理の実施計画の確認については、既に四国電力が毎年、伊

方発電所の運転実績として公表しております。

池辺審議監兼人権・同和対策課長 陳情文書表の３ページをごらんください。

中国共産党政府による法輪功への迫害と臓器の強制摘出に対し日本政府の正義ある対応

を求める意見書の提出に係る陳情でございます。

陳情理由に関しての事実確認は困難であり、関係機関に中国政府への要請等を求める意

見書の提出について、県として特に意見を申し上げることはありません。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。

これらの陳情について、ご意見等はございませんか。
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〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にご意見等もないので、次にまいります。

次に、執行部より、報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。

まず、次第の①の報告をお願いします。

柴田生活環境部長 大分県長期総合計画の実施状況についてご報告いたします。

お手元の資料で、右肩に別冊１とある大分県長期総合計画の実施状況について（プラン

２００５）の冊子をお願いします。評価方法や全体説明等については、既に福祉保健部か

ら説明しましたので、省略いたします。

３ページをお開き願います。

生活環境部に関する施策は、安心の分野の５恵まれた環境の未来への継承の（１）から

（４）までの４つの施策と、６安全・安心な暮らしの確立のうち（３）から（５）までの

３つの施策、政策欄の７の人権を尊重し共に支える社会づくりの推進の２つの施策、１番

下の９危機管理の強化の２つの施策、それから１ページ飛ばしまして、５ページになりま

すけれども、発展の分野の１教育の再生、未来を拓く人づくりと青少年の健全育成の１番

下にあります（６）青少年の健全育成と、次の政策欄３、多様な県民活動の推進にありま

す２つの施策となっております。

以上、１４の施策が生活環境部に関する施策でございまして、それぞれ目標達成に向け

取り組んでまいりましたが、施策の中で設定した指標のうち、目標未達成の指標の主なも

のをご説明いたします。

６８ページをお開き願います。施策名、災害に強い県土づくりの推進です。

Ⅱ目標指標のうち１番目の自主防災組織活動実施率と２番目の県民安全・安心メールの

登録者数です。その右側に達成度がございますが、目標値に対し達成度はそれぞれ７０％

と７７％となっております。

まず、自主防災組織活動実施率とは、自主防災組織が実施する避難訓練や講習会等の啓

発活動のことでありますが、全市一斉訓練を二、三年に１度しか実施していない市町村に

おいては、自主防災組織もそれに合わせることが多いため、目標に達しなかったものと考

えております。

防災局を設置するなど体制強化を図りましたので、これにより市町村との連携を強化し

ながら、自助・共助の部分での自主防災組織等の活動を一層推進してまいる所存でござい

ます。

また、県民安全・安心メールの登録者数についてですが、大分市、日田市、佐伯市が独

自に取り組んでいる類似のメールサービスを加えると、登録者数の合計は５万８千人を超

えており、目標値の３万人は超えている状況でございます。今後とも、幅広く登録促進活

動に取り組んでまいります。

では、次にもう１つの厚い冊子で、プラン２０１５についてご説明いたします。お手元

の別冊２とある冊子の３ページをお開きください。

生活環境部に関する施策ですが、プラン２００５と同じく施策の数は１４となっており

ますが、政策・施策の構成の見直しを行っています。主なものとしては、政策欄の８の多

様な県民活動の推進をもともと発展分野にございましたものを安心分野に移行しておりま

す。また、次の４ページ、活力分野の政策欄の３男女が共に支える社会づくりの推進とい
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う項目がございますが、これを安心分野から移行し女性の活躍推進を追加しています。

このうち、全体として成果が上がった指標、上がっていない指標をそれぞれ１つずつ説

明させていただきます。

６８ページをお願いいたします。施策名、大規模災害等への即応力の強化です。

Ⅱの目標指標の津波により孤立する危険度が高い集落への通信手段の確保率でございま

す。その右側、中ほどの達成度は６７．１％となっております。

対象となる市、佐伯市において新たな通信システムの導入に向けた検討が行われてきま

したが、年度内の整備には至らず目標を達成できなかったものです。２８年度中にはメー

ルを活用した安否確認システムが導入されることから、目標を達成する見込みです。

次に１０６ページをお開き願います。施策名、女性の活躍推進と男女共同参画社会の構

築です。

Ⅱ目標指標の２番目、女性が輝くおおいた推進会議の女性活躍宣言企業数についてでご

ざいます。その右側、中ほどの達成度は１０４．３％となっております。

中小企業を中心に、女性の採用・登用に関する計画作成、働きやすい職場づくり、支援

制度の導入など、各企業の状況に応じた取り組みを宣言していただくもので、２７年度途

中からの開始ではありましたが、新聞・ホームページによる周知のほか、アドバイザーと

して社会保険労務士を派遣するなどの働きかけにより目標達成しております。

引き続き、宣言企業の増加を図るとともに、優良企業の表彰、あるいは管理職を目指す

女性研修の実施等を通じ、女性の就労や能力開発を支援することで、女性の活躍、各分野

での参画拡大を推進してまいります。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

森委員 別冊１で言いますと４０ページ、ごみゼロおおいた作戦ですけれども、２７年度

で終了ということで、２７年度の目標指標の１のところ、目標値が４０万人で、実績が３

６万１，４０６人、一方で、別冊２の３６ページ、うつくし作戦参加者数の目標値が同じ

く２７年度で３５万９千人で、実績が３６万１，４０６人ということで、計画が２００５

から２０１５に変わった際に、目標値の下方修正をされたと思うんですけど、２７年度の

評価として、片方は目標値を達成した、片方は目標値に届かなかったというような表現な

んですけれども、こういった評価に対してどう捉えればいいのかなということを教えてい

ただきたいと思います。

梶原うつくし作戦推進課長 ご質問の趣旨は計画の見直しといいますか、新たにプラン２

０１５ができて、その目標値を見直したときの評価はどうなのかということでございます

が、今ご指摘がありましたように、プラン２００５からプラン２０１５に新たな計画を策

定する段階で、ごみゼロ大行動、今はうつくし大行動と申しますが、県人口の中長期県勢

シミュレーションがございましたので、これに基づきまして、平成３６年までの１０年間

の目標値を、人口に基づいて参加者をはじいております。それで見直しをさせていただい

た結果、こういう形で設定させていただいております。

吉岡委員 別冊１の４０ページ、目標指標のレジ袋削減枚数、年間何枚という、この考え

方なんですけど、これは毎年各業者からの報告でこうするのか。スーパーとか大きいとこ

ろはもう有料でしていますけど、小さいコンビニとかはしていないんだよね。そういうの

は対象外なのか、どういう感じでこの数を捉えて目標とされているか教えてください。
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梶原うつくし作戦推進課長 今、レジ袋につきましては、ご協力いただける事業者さんと

県、それから消費者団体等で協定を締結しております。この協定を締結している事業者は

スーパーなんですが、レジを通過したお客さんの数がわかりますので、その中でレジ袋を

１枚５円で販売されているんですが、この販売した枚数を差し引きますと、このレジ袋の

削減枚数というのがわかりますので、その報告をもとに実績を弾き出しております。それ

から、目標につきましては、過去の実績を踏まえまして、将来的にこうだということで目

標を設定させていただいております。

吉岡委員 今のご説明でわかりましたけど、大きい商店で参加していないところも結構あ

るんですかね。

梶原うつくし作戦推進課長 県内のいわゆるスーパーマーケット、食料品を主に販売して

いるスーパーにつきましては、この協定にご参画いただいていますが、例えば、ホームセ

ンターあたりがなかなか商品が大きかったり、お客さんのニーズがあるといったようなこ

と、それから、コンビニにつきましても冷やしたものを販売したりだとか、そういう事情

から、そういったところにつきましては現在のところ参画いただいていませんが、消費者

団体等からさまざまな意見をいただいておりますので、これまでに引き続きまして、そう

した業態に対しましても積極的にご参画、あるいはレジ袋の削減の取り組みにご協力くだ

さいといったような働きかけを今後やっていきたいと考えております。

平岩委員 食品ロスのことなんです。ごみゼロなのか廃棄物なのか、どこの項目になるん

だろうと思っていましたが、私はこの前、生活学校の総会に行きまして、食品ロスの部会

に参加させていただいたんですけれど、いつも自分で実践しながら、自分だけの実践では

だめなんだということを痛感したものですから、県としてやっぱり取り組んでほしいなと

思いました。年間１，８００万トンの食べ物が捨てられていて、年間世界中で５００万人

の子供たちが食べ物も与えられずに死んでいるのだけれども、すごくいろんなものを捨て

ている。特に家庭から出てくるものもそうなんですけれども、ロットが間違っていたり、

外側の表示が、箱が間違っているからといって中身もぼんぼん捨てているというようなと

ころで、これは事業所等の計画がなければいけないなと思ったんですね。特に私ずっと宴

会を見ているんですけど、宴会のときに、１０分間は座って食べましょうと言うんですが、

帰るときに見たら本当に食べ物がそのまま机に残っているということが多くて、こういう

ところをもっと私たち考えていかないといけないと、つくづく最近そう思いながら生活を

しているんですが、生活環境部として食品ロスに関する方向性なりが少しわかれば教えて

ください。

梶原うつくし作戦推進課長 食品ロスの対策については、いわゆる３Ｒという取り組みの

中で、私どもうつくし作戦推進課で取り組まさせていただいております。最近、６月の定

例会で一般質問いただきまして、知事が答弁させていただきましたし、最近では朝日新聞

で食品ロスの特集記事が続いたりだとか、あるいは平岩委員にもご参加いただきました生

活学校さんが、この４年間、その食品ロスをメーンのテーマと掲げて取り組みをされてい

るということで、非常に今注目をされています。私ども県では、平成２５年度から食品ロ

スの対策で、例えば、スーパーが１人前のおかずをパックしていただけるだとか、飲食店

でも、少し量が少ない食べ物をお望みの方を対象に少量のメニューを提供するだとか、そ

うしたお店を協力店、応援店ということでご登録いただくという取り組みを進めています。
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それから、今委員からご指摘のありました宴会のお料理なんですが、例えば松本市で、

３０・１０運動ということで、乾杯をしてから３０分間、それから、お開きの前の１０分

間は自分の席に座って料理をおいしくいただきましょうという取り組みが進められていま

して、私ども大分県でも、忘年会、それから新年会のシーズンに向けまして、１０月から

この取り組みを、まずは飲食店の多い大分市を皮切りにキャンペーンを行わせていただき

まして、これを県の食品衛生協会さんのご協力などをお願いしながら県内全域に広げて、

ご指摘にありました食品ロスを少しでも県として減らしていけるよう、これから積極的に

取り組ませていただこうと考えております。

吉岡委員 今の質問の続きなんですけど、宴会とかで持ち帰る場合に、生ものは当然だめ

ですけど、火を通したものはいいのかとかいう、それはいろいろ法的にあると思うんです

けど、ドギーバッグでしたかね、今、つくられていて、例えば、それを持っていけば、そ

れに入れて大丈夫とか、そのドギーバッグの購入によってお金の寄附をするとかいう制度

だったと思うんですけど、そういうのは県は認識してお知らせとかされているんですかね。

その考え方を教えてください。

梶原うつくし作戦推進課長 今お話になりましたドギーバッグですけど、これは本来、諸

外国でワンちゃん、ペットの餌のために余った食事を持ち帰るということで、ドギーバッ

グと言われているんですが、私ども生活環境部には食品安全・衛生課もございますので、

なかなか持ち帰りというのを正面切ってというのは難しいんですが、ご意見を踏まえまし

て、なるべくその場で食べていただく、余ったものにつきましては、火をしっかりと通し

たものはという取り組みを検討させていただきたいと思います。

井上副委員長 別冊２の６８ページの大規模災害等への即応力の強化ということで、先ほ

ど通信システムの導入ができなかったので不十分で、新たなシステムが今度導入されると

いうことで、メールによる安否確認と説明があったと思うんですが、これは新たなという

か、特別なことなんですかね。

田邉防災対策室長 ご質問がございました安否確認のシステムでございますが、対象で導

入されていない地域におきまして、各地域の自治会長さん、あるいは防災士の方、そうい

った方々の携帯電話に市役所から直接安否確認のメールを送らせていただいて、その返信

をもって、被害状況、安否の状況ですとか、そういうものを入力して返信していただくと

いう形をとるシステムでございます。割と簡易に、それから即効性を持って導入ができる

ということで、そちらのほうで導入を進めております。

ちなみに、今県職員も安否確認システムを使っておりますが、ほぼあのようなシステム

だとお考えていただければ結構かと思います。

井上副委員長 特別変わったものかなと思ったんですが、これまでのものを十分活用する

んですね。（「はい」と言う者あり）

森委員 一般質問でもご質問させていただきましたけれども、その災害時の緊急連絡とい

うことで、停電とか通信回線があふれているとかいう状況のときに、特設公衆電話につい

ては、停電をしてあっても昔の黒電話と同じように、臨時に特設公衆電話の回線は優先的

に利用できるということがあるようで、申し上げたように、熊本と大分で今回の震災もあ

ったんですけど、なぜかこの２県だけが非常に設置率が低かったということでありますの

で、今後の県の特設公衆電話の導入に関して、市町村への働きかけに関して再度お聞かせ
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いただきたいと思います。

田邉防災対策室長 一般質問でご質問いただきました特設公衆電話につきましては、確か

に現実的には今市町村の導入率が３市町のみということで低うございますけれども、それ

ぞれの市町村の避難所として使われると想定されるところに特設公衆電話の端末のコード

のジャックを用意して、非常時に黒電話のようなものを出してきて、電話として使うとい

うシステムであります。ＮＴＴも、今回の地震におきまして、市町村に再度そういった案

内もしていただいておりますし、私どもも市町村の防災担当と連携しながら、この特設公

衆電話に限らず、あらゆる手段で多層的に通信手段を確保するという観点から、そういっ

た整備について議論をし、取り組みを進めていきたいと思っております。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、次にまいります。

②の報告をお願いします。

佐伯食品安全・衛生課長 生活環境部が所管する公社等外郭団体の経営状況等をご報告い

たします。

Ａ４縦長の青色の表紙の資料、県出資法人等の経営状況報告概要書の表紙を１枚めくっ

ていただき、目次をごらんください。

当部が所管する団体といたしましては、出資比率が２５％以上等の指定団体は、９の公

益財団法人大分県生活衛生営業指導センター、次のページの出資比率が２５％未満のその

他の出資等団体は６の公益財団法人大分県環境管理協会の合計２団体となっています。

このうち、食品安全・衛生課が所管する公益財団法人大分県生活衛生営業指導センター

の経営状況等をまずご報告します。

同じ資料の９ページをお開きください。

３事業内容をごらんください。この法人は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律第５７条の３に基づき、都道府県生活衛生営業指導センターとして指定され

ております。

主な事業としては、理容・美容・旅館業などの衛生施設の維持向上並びに経営の健全化

についての相談及び指導、後継者育成支援等を行っております。

４の２７年度決算状況をごらんください。経常収益は１，９５０万１千円となっており、

そのうち１，７１５万２千円が国及び県からの補助金であり、収入のうちおよそ９割を占

めております。なお、当期正味財産増減額は１万４千円の増額となっております。

次に、５問題点及び懸案事項及び６対策及び処理状況をごらんください。生活衛生営業

者には、個人経営者も多く高齢化が進んでおり、後継者対策が課題となっております。

これを受け、当センターでは、後継者育成の事業として、高校生等を対象とした職業体

験教室などを開催し、若年者の生活衛生関係営業に対する職業観の向上を図り、生活衛生

関係営業界の活性化のための諸活動を展開しているところです。

森下廃棄物対策課長 次に、廃棄物対策課が所管する公益財団法人大分県環境管理協会の

経営状況等をご報告いたします。

同じ資料、県出資法人の経営状況報告概要書３７ページをお開きください。

まず、３の事業内容をごらんください。この法人は、浄化槽法第５７条の規定に基づき、

知事が浄化槽の水質に関する検査の業務を行う者として指定した県内唯一の指定検査機関

であります。
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４の２７年度決算状況をごらんください。経常収益は４億６５０万５千円となっており、

当期正味財産増減額は２５９万４千円の増額となっております。

次に、５の問題点及び懸案事項及び６対策及び処理状況をごらんください。法定検査の

受検率につきましては、年々向上しており、引き続き受検率の向上に努めているところで

す。

また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に際し、国・県・市町村が行う補助

に対して、協会独自の公益事業として、さらに補助の上乗せを実施しているところですが、

今後も合併処理浄化槽への転換を促進する必要がありますので、事業費の調整を図りつつ

実施することとしています。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

守永委員 生活衛生営業指導センターの取り組みに関連してです。９ページの６項目めの

中で、高校生等を対象とした就業体験教室の開催とあるんですが、この就業体験教室は具

体的にどういうことをされておるのかというのと、参加された人数がわかれば教えていた

だきたいと思います。

佐伯食品安全・衛生課長 ２７年度の実績をご報告いたします。まず、４回実施をしてお

りますけれども、１つが別府の溝部学園高等学校におきまして、クリーニングの業界が実

演等をして、クリーニングはどういったものかということをやっております。これが参加

者数が３３名でございます。

それから、２カ所目は日本文理大学附属高校ですが、これは美容業が２８名、それから

同じく文理大附属高等学校で、またほかの日に寿司の業界の方々が３０名。それから、も

う１回は日田三隈高等学校におきまして、これもやはり寿司の業界が体験教室を行ってお

りまして、これが１７名ということで、昨年度は４回行っているという実績でございます。

守永委員 今のお話で言うと、実施した会場の学生さんなりが参加しているということな

のかなと思ったんですが、もしそうであれば、実施する学校については、いつも同じよう

なところが開催しているのか、何か輪番とか順番があるのか、それとも募集して手を挙げ

たところだけという形になっているのか、その辺の状況がわかれば。

佐伯食品安全・衛生課長 これは営業指導センターで全部で１１組合ございまして、毎年

どこの組合でやりたいというような希望をとっております。その組合が主体となって学校

探しをして行っているというところでございまして、例年、学校のばらつきはございます。

昨年は文理大附属が２回、美容と寿司ということで重なっておりますけれども、例年はい

ろんなところで行われているというのか実態でございます。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、次の報告をお願いします。

③から⑤までをまとめてお願いします。

梶原うつくし作戦推進課長 平成２７年度における大分県新環境基本計画の実施状況につ

いてご説明いたします。委員会資料の５ページをお願いいたします。

この計画は、平成１７年度から２７年度までを計画期間としまして、下に掲げておりま

すさまざまな環境施策を展開してまいりました。計画の進捗状況は６０項目の環境指標に

より毎年確認しており、２７年度が最終年度となっております。

６ページをお開きください。中ほどから下の１の表に基本目標ごとの環境指標の評価結

果をまとめております。評価は、Ａ、Ｂ、Ｃの３つの区分としており、その説明を表の下
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に記載しております。

平成２７年度の目標値を達成している場合をＡ、目標値の７０％以上を達成している場

合はＢ、目標値の７０％未満である場合はＣとしているところです。

表の１番上の合計欄で、Ａ評価が２９項目、率にして全体の４８％、Ｂ評価は２８項目、

同じく４７％、Ｃ評価は３項目、同じく５％となっています。Ｂ評価であった２８項目の

うち２２項目については達成率９０％以上であり、Ａ評価と合計しますと５１項目、率に

して８５％が９割以上の達成率となっております。

次の７ページをお願いいたします。２に５つの基本目標ごとの取り組みの概要を記載し

ております。本日は説明を省略させていただきます。

環境指標の達成状況やここに記載している取り組み状況を踏まえ、２７年度は目標をお

おむね達成し、着実に新環境基本計画を推進することができたものと考えております。

９ページ以下に指標ごとの具体的な評価について示しております。目標達成率７０％未

満のＣ評価の３項目と未達成の理由を説明させていただきます。

１１ページの上から２つ目、２０番の低公害車の普及率は、達成率が２１．１％となっ

ております。これは、２４年度から低公害車の定義が厳しくなり、それまで低公害車とし

て定義をされていたハイブリッド車などが対象から外れたことによるものです。

１３ページの上から２つ目、３９番の家庭部門における二酸化炭素排出量は達成率が５

０．７％、その下の４０番、業務部門における二酸化炭素排出量は達成率が３１．８％で

ございます。この２つにつきましては、２５年度実績の数値でございますが、東日本大震

災以降、原子力発電所の稼働が停止し、火力発電所からの電力供給がふえたことによって、

電力会社の単位当たりの電力をつくるのにどれだけのＣＯ２が排出されるのかを示すＣＯ

２の排出原単位が高くなっていることが主な要因となっております。やむを得ない部分も

あると判断しておりますが、今後一層の取り組みが必要となります。

なお、本年３月に第３次大分県環境基本計画を県議会の議決をいただきまして策定して

おります。この計画は大分県新環境基本計画を検証し、安心・活力・発展プラン２０１５

の環境部門の施策を具体化したものでございますので、今後は新しい計画に基づいて各種

環境施策を着実に推進してまいります。

中西環境保全課長 平成２７年度大気環境、水環境、ダイオキシン類、自動車騒音及び環

境放射能水準調査結果についてご報告させていただきます。

資料の１７ページをお開きください。

平成２７年度の大分県における大気環境、水環境等の調査結果について、ご報告いたし

ます。なお、調査結果には中核市である大分市の状況も含んでおります。

本県の環境はおおむね良好な状態で推移していますので、基準等が未達成もしくは達成

率が低いものを主にご説明します。

まず、１の大気環境についてです。次のページの表１－１をごらんください。

有効測定局での監視結果は、表の上から４番目の光化学オキシダントについては、環境

基準を達成していませんが、全国的にも達成率は極めて低い状況にあります。

また、表の１番下のＰＭ２．５については、半数の地点で環境基準を達成できませんで

した。その大きな原因として、大陸からの越境汚染が考えられております。その下の表１

－２は自動車排ガス測定局の監視結果です。１番下のＰＭ２．５についてのみ達成できま
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せんでした。

次の１９ページをお開きください。有害大気汚染物質調査結果についてです。

表２－１環境基準項目については全ての項目で達成されております。次のページの表２

－２の指針項目については、上から４番目の１，２－ジクロロエタンのみ、１地点におい

て指針値を超過しました。これは近くにある工場で溶媒として使用されている当該物質が

原因と考えられるため、事業者に対して使用量の削減や代替物質への切りかえを指導して

いるところです。

次の２１ページをごらんください。２水環境についてです。

表３の公共用水域の健康項目については、合計１１０地点で調査した結果、八坂川、朝

見川、町田川の３河川で、ヒ素が環境基準を超過しました。これは休廃止鉱山や上流域の

温泉に起因する自然的なものであると考えられます。なお、水道水等への影響はありませ

ん。次のページの表４の生活環境項目については、合計６６水域で調査した結果、達成し

なかった水域は、表の欄外に記載してありますが、河川では寄藻川の１水域、海域では豊

前地先海域と別府湾中央水域の２水域でありました。

次に２４ページの表５をごらんください。地下水についてです。

表の左から３列目の概況調査では、上から６項目めの硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が１

本環境基準を超過しました。表の右から２列目の継続調査では、ヒ素等９項目が合計２６

本の井戸で環境基準を超過しました。環境基準を超過したこれらの井戸については、関係

者に速やかに情報を提供し飲用しないよう指導するとともに、安全な水道水等への切りか

えなどの措置を講じております。

次の２５ページをごらんください。３ダイオキシン類です。

表６－１のとおり合計８２地点全てで環境基準を達成しました。次のページの表７をご

らんください。（２）の特定施設の設置者による測定結果についてですが、排出ガスにつ

いては、１施設が基準を超過しましたが、その後の施設の清掃等の指導により改善された

ことを確認しています。焼却灰については、２施設が基準を超過し、ばいじんについては、

４施設が基準を超過していました。いずれも廃棄処分の際にセメント固化等を行って、最

終処分場で適正に処分されております。

次の２７ページをごらんください。４自動車騒音の調査結果についてです。

表８の１番下、合計欄の右から４番目にありますとおり９４．６％の住宅で昼夜ともに

環境基準を達成しております。

次のページをごらんください。５環境放射能水準調査の結果でございます。

表９のとおり、県内５カ所の測定局で空間放射線量率を測定していますが、特に異常は

ありませんでした。また、次の２９ページですが、表１０のとおり、土壌からはセシウム

等の放射性物質が検出されていますが、これまで行った調査結果の範囲内であり、特に異

常ではありません。

続きまして、瀬戸内海の環境の保全に関する大分県計画の改正について、ご報告いたし

ます。引き続き、資料の３０ページをごらんください。お手元に計画案の冊子も配付して

おりますが、委員会資料で説明させていただきます。

左上にありますように、昨年、瀬戸内海環境保全特別措置法が改正され基本理念が新設

されました。また、その右側にある国の基本計画が法の基本理念にのっとり変更され、沿



- 37 -

岸域の環境の保全、再生及び創出、水産資源の持続的な利用の確保を新たに目標立てする

など、生物の多様性や豊かさの視点が盛り込まれました。

この国の基本計画に基づき、その左側にある府県計画が策定されることになります。こ

れが今回ご報告する計画でありまして、本県の区域において瀬戸内海の環境保全に関し実

施すべき施策を明確にしたものであります。

その下の表の計画の概要ですが、国の基本計画の変更内容を反映させ、下線を引いてい

ます、底質改善対策・窪地対策の推進、エコツーリズム等の推進、水産資源の持続的な利

用の確保等の項目を新たに加えております。

また、国の計画と同様、湾・灘など地域ごとの課題に対応するとともに、計画期間はお

おむね１０年とし、５年を目途に点検、必要に応じて内容の見直しを実施することにして

おります。

関係部局と連携しながら、瀬戸内海を多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな

海とすることを目指し、取り組んでまいりたいと思います。

スケジュールについては資料の中ほどに記載しておりますが、環境省からの同意を受け

た後、１０月ごろ決定・公表をさせていただく予定です。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見があればお願いします。

森委員 新環境基本計画で、９ページの環境指標一覧なんですけれども、５番目の生物多

様性ホームページコンテンツ数が環境指標としてここに載っていて、１９のコンテンツが

実績としてあるということなんですけど、これは県のホームページにおけるコンテンツ数

なのか、それともほかの団体とか、いろいろそういう情報を発信しているところを把握し

た数なのか、まずそれを教えてください。

山﨑自然保護推進室長 県のホームページのコンテンツだけです。

森委員 県のホームページというと、県庁のホームページの自然保護推進室のページの中

にある、生物多様性の戦略に関する内容ということなんですか。それとも、もっと奥深く、

どういう生物がいるとかいうのをわかりやすく検索することができるとか、そういうレベ

ルまで来ているのかどうか。今見ると、２０１１年に更新されて以来、それ以降の更新も

ないようでしたので、今の取り組み状況はどうかなと思いまして質問させていただきまし

た。

梶原うつくし作戦推進課長 この生物多様性のホームページのコンテンツは、自然保護推

進室で管理しているサイトになりまして、例えば、昨年度末につくりました環境地理情報

システムとか、それから２０１１年に出しておりますレッドデータブックだとか、それか

ら自然保護推進室がＮＰＯの皆さん方に委託して事業を実施しておりますが、そういった

情報だとか、そうしたもののコンテンツの数がここに上がっている数でございます。

森委員 それぞれ内容は更新されているということで、その取りまとめのホームページが

自然保護推進室、生物多様性のトップページということでよろしいんですかね。（「は

い」と言う者あり）

守永委員 同じく森委員が言った環境指標一覧の中の、４番の特に保護が必要な希少野生

動植物の指定数で、２０を目標値にして２１で達成率１０５％という評価をしているんで

すけれども、この希少野生動植物の数がふえるということは、それだけ自然そのものの豊

かさがなくなってしまっているということにつながると思うんですよね。この指定数を２



- 38 -

０の目標が２１となったことがよしとするのか悪しとするのかの考え方、その概念の捉え

方は難しいと思うんですけれども、これをどう捉えていらっしゃるかだけ教えていただき

たいなと。

山﨑自然保護推進室長 希少性野生動植物については、これは条例で指定するようになっ

ておりまして、この種はやはり大分県の希少性のある動植物であるということを専門家の

先生たちの議論の中で、この動植物を保存していかなければいけないと、絶滅してしまう

ということで指定します。

それによって、やはり守られる部分というのがありますので、確かに指定がふえるとい

うことは、自然が減っているという委員の今の意見もあるんですけれども、やはりなくな

りそう、絶滅の可能性がある希少な動植物については保全を図るという意味で条例による

指定をする、保護を強化するということで、それをふやすということじゃなくて、実態が

そうなっているので指定するということなんですね。そこはやはり自然保護の観点から、

指定すべきものを指定するということで考えております。

守永委員 何となくわかるんですけれども、きちんとそういった希少野生動植物について

実態が把握できているよということと捉えればいいのかなとも思ったりするんですけれど

も、ただ、その中で、極力そういった希少野生動植物が保護されるような体制が、この２

１に対してきちんととれているかどうか確認できているんですか。

山﨑自然保護推進室長 動植物のそれぞれ貝類、魚類とか植物、シダ類とか、いろいろ種

類ありますけれども、そういった方々の知見とか調査に基づいてやっているということで

す。ですから、それはちゃんと考慮されて指定の決定になってくると。

近藤委員 環境計画の中に豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造とかいうことが上

がっておりますことからすれば、ＣＯ２の削減も非常に大切なことでありますけれども、

ＣＯ２をたくさん吸収させるかという、これはもう大分県にとりまして７割は森林資源で

ありますので、森林の面積とか間伐の状況とかではなくて、もう少し１歩踏み込んで、広

葉樹は非常にＣＯ２の吸収能力が高いわけです。１本の木が成木するのに当たっては２ト

ンのＣＯ２を吸収すると言われておりますし、そのうちの１トンは体内に炭素として固定

をすると言われておりますので、生活環境部とすれば、やっぱり里山なんかは竹林を整備

しまして、広葉樹も少しふやすような運動をやってはいかがかなと、私はそう思うんです

けどね。そうすると美しい環境ができますし、森の豊かさも感じることができますし、そ

ういう意味で林業振興でやることだと思いますし、リサイクルをしっかりやっていかない

と面積があってもだめなんです。若い木ほどＣＯ２の吸収能力が高いので、もう老木にな

りますと余りしません。この木を切った後、植えて育てていくという、そういう取り組み

をしっかり進めていくのが非常に重要だと思います。また、森林資源由来のバイオマス原

料を使って発電とか、そういうのを積極的に取り組んでいく必要があると思うんです。と

いうのをどこかの中に指標を入れ込んでいくと、美しい環境ができると私は思うんですけ

れども、いかがでございましょうか。

梶原うつくし作戦推進課長 ご意見ありがとうございます。確かに近藤委員おっしゃるよ

うに、この新たな新しい３次計画でも森林の造成のところは、指標として間伐面積という

１項目しか今上げておりません。確かに、例えば、豊後高田の千部もみじ村というＮＰＯ

さんは、広葉樹を植樹したりだとか、県内各地でそうした民間の活動団体が広葉樹を植え
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たりということで、なかなかそれが県の事業として実施していない関係で数字として把握

できないため、指標としてなかなか上げづらいものがありますが、そうした取り組みをで

きるだけ進めていただきたいというご意見がありましたという形で、農林水産部にお伝え

したいと思います。

近藤委員 第３期の森林環境税も導入しているわけでありまして、こういう環境税をやっ

ぱり県民に見える形でしっかりと使っていくことが私は重要かなと思う。いろんな小さな

ことを細かく分けて、それぞれにたしか目的はあるんですけれども、県民からすると目に

見えない。どう目に見える形で、森林環境税とはこういう使われ方をしておるんだという

ような、そういう使い方も大切かなと思います。

私は、山桜日本一の里づくりをやっていますけれども、大分市の霊山あたりというのは、

都市の近郊にこれだけきれいな山桜があるんかと、それは見事なんですよ。そういうもの

をずっと全県下に広げていくような、全体的な取り組みをすると、これはもう環境もよく

なるし、観光振興にしましても非常に役に立つことであると。いい環境をつくっていくと

いうことは、自然と共生していくということは非常に大切なことでもありますので、どこ

かの中に指標を入れ込んで、やっぱり県民運動を盛り上げるようにやっていただけるとあ

りがたいなと思いますので、そういうことを申しました。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、次の報告をお願いします。

⑥から⑦までをまとめてお願いします。

後藤県民生活・男女共同参画課長 では、第３次おおいた男女共同参画プランの実施状況

について、説明いたします。お手元の資料の３１ページをお開きください。

第３次おおいた男女共同参画プランは、平成２３年度から平成２７年度を計画期間とす

るもので、この間、男女共同参画社会の実現を総合目標とし、さまざまな取り組みを行っ

てまいりました。平成２８年３月をもって計画期間が終了しましたので、その実施状況を

ご報告をいたします。

３２ページをごらんください。

第３次プランでは、２０の指標を掲げ取り組んでまいりましたが、目標値を上回ったも

のは網掛けの部分の６指標でございます。

このうち、基本目標Ⅰ男女共同参画に向けた意識改革に関する指標について、左側の指

標の１、男は仕事、女は家庭という考え方に同感しない人の割合は５２．１％となってお

り、昭和６２年以来初めて５割を超えたものの、達成率は８０．２％にとどまりました。

また、基本目標Ⅱ男女の平等と人権の尊重の指標７、社会全体において男女の地位が平

等と感じる人の割合については１４．４％で、達成率は４８％となっております。

計画策定時と比較しますと１７の指標におきまして、数値は上昇しましたが男女共同参

画社会の実現は、まだまだ道半ばの状況でございます。

今後は、本年３月に策定いたしました第４次おおいた男女共同参画プランに基づき、さ

らなる取り組みを進めてまいります。

引き続きまして、第４次大分県ＤＶ対策基本計画の策定について、説明いたします。資

料は次の３３ページをお開きください。

この計画は、１計画の目的等にあるように、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律に基づく計画として、本県における施策の基本的な方針と実施内容を明ら
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かにするものであります。現行の第３次計画が今年度末に計画期間を終了することから、

第４次計画を策定するものでございます。期間については、来年度から平成３６年度まで

といたします。

２現状と課題ですが、男女共同参画審議会では、「ＤＶの世代間連鎖を断ち切るために

は啓発・教育に力を入れることが必要」とのご意見や、「ネットワークの強化を図るべ

き」などのご意見をいただいております。

また、平成２６年度に実施しました県民意識調査の結果では、ＤＶ被害を１度でも受け

た人のうち相談した人の割合が２４．６％と約４人に１人にとどまり、全国と比較しても

低い状況となっています。相談しなかった理由の上位は、「相談するほどのことではない

と思った」、「自分にも悪いところがあると思った」などであり、ＤＶに対する理解が十

分進んでいないという状況がございます。

以上を踏まえ、右側の３計画の骨子でございますが、基本理念を配偶者等からの暴力の

ない社会を目指してとし、５つの基本目標の第一に暴力根絶のための啓発と教育の充実を

掲げるとともに、暴力を許さない社会意識の醸成等、２０の重点目標を設けることとして

おります。

あわせて、進行管理を行う項目も新たに設定したいと考えております。

左下の４今後の主なスケジュールをごらんください。

今後、審議会における意見聴取や協議を重ねた後、１１月にはパブリックコメントを実

施し、県民の皆様のご意見を反映した計画といたします。来年３月に本委員会において新

たな計画をご報告いたします。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

平岩委員 共同参画プランのＤＶのことについて、これは質疑ではないんですけれども、

本当に根気強い取り組みを行政がしてくださるおかげでいろんな声が届くようになったな

とつくづく思いますが、みんな世の中の人、口では男と女と区別しちゃいかんとか、男が

上で女は下と思っていないと言うんですけど、実際、行動が伴わない、家庭内の労働の行

動はやっぱりまだまだなんだろうなと思うんですね。ただ、人前でそれは言っちゃいけな

いことだというのは学習されているので、実質的にはそこが改善されていかないから、そ

ういう世代が交代していくまで待たなきゃいけないなって、それを粘り強くやっていかな

きゃいけないし、今育っている子供たちがそのことを体感できるようにと思います。

それから、ＤＶのところで、１度でもＤＶを受けたことがある人って、１度受けた人は

２度も３度も４度も５度もずっと受け続けているんですよね。本当に厳しい状況で、私こ

の前ＤＶ被害のサバイバーの方にお会いしたんですけれども、本当に物を考えるときに、

論点を自分の中で整理できないって、精神的に物すごく追い込まれて、被害者というのは

ここまで追い込まれるんだなと。だから、私が言っていることおかしくありませんかって、

私が今自分の気持ちを整理してしゃべろうと思っているんですけれども、きちっと伝わら

ないことがあると思うと、気持ちが本当に分断されていって、それがＤＶの被害を受けて

から何年も何年もたって生きている人なんだというのが改めて思って、これはやっぱり本

当に根気強い取り組みが必要だと思いますが、人権の視点でともに頑張っていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

守永委員 ３２ページの実施状況の指標一覧の中で、この基本目標Ⅰにある男女共同参画
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の意識改革というのは、右下にあります平成２６年度男女共同参画社会づくりのための意

識調査の数字だと思うんですが、この策定時の２１年のときと２６年のときと、この調査

の回答者の男女比ってわかりますか。結局、回答者が女性が多いか男性が多いかで傾向が

ちょっと違ってくるのかなと思うんですが。

後藤県民生活・男女共同参画課長 この意識調査につきましては、男女比、また年齢比、

そういったものに問題が生じないように、男女比であれば同数でこの調査は行っておりま

す。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、次の報告をお願いします。

⑧から⑩までをまとめてお願いします。

山﨑自然保護推進室長 国立公園満喫プロジェクトについてご説明いたします。委員会資

料の３４ページをお開きください。

まず、概要ですが、国立公園満喫プロジェクトとは、本年３月に国が策定した明日の日

本を支える観光ビジョンの主要施策のうちの１つで、環境省による国立公園を素材とした

インバウンド対策事業でございます。具体的な取り組み方針を盛り込んだステップアップ

プログラムを策定し、国立公園の魅力を高めるための取り組みを集中的に実施することで、

外国人旅行者数を現在の４３０万人から２０２０年までに１千万人にすることを目的とし

ております。

このプロジェクトのモデル地域として、７月２５日に阿蘇くじゅう国立公園が選定され

ました。主な取り組みとしては、アウトドアや文化体験等の外国人向けツアーの開発、質

の高いガイドの育成など、インバウンドの受け入れ環境の整備、重点取り組み地域である

ビューポイントの整備、ナショナルパークブランドにふさわしい町並み景観の形成などが

あります。

このプロジェクトの推進体制ですが、九州地方環境事務所、大分県、熊本県、国立公園

エリアに含まれている全ての市町村と観光関係団体、民間団体等で構成する阿蘇くじゅう

地域協議会を今月１日に立ち上げ、また、この協議会の下にくじゅう地域部会を６日に設

置しました。現在、ステップアッププログラムの策定等に取り組んでいるところでござい

ます。

スケジュールですが、年内にステップアッププログラムを策定し、来年１月からは、そ

のプログラムに沿って取り組みを進めてまいります。

続きまして、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク登録に向けた国内推薦の決定について、

現在の状況をご報告いたします。資料の３５ページをお開きください。

大分県と宮崎県は、原生的な自然と景観美、希少動植物の宝庫として知られる祖母・傾

・大崩山系について、麓の佐伯市、竹田市、豊後大野市、宮崎県側の延岡市、高千穂町、

日之影町と連携し、ユネスコエコパークの登録に向けて取り組んでいます。祖母・傾・大

崩ユネスコエコパークでは、この地域の自然や共生における特徴を踏まえ、活動理念とし

て、尖峰と渓谷が育む森と水、いのちの営みを次世代へ～自然への畏敬をこめて～を掲げ、

３つの基本方針である、貴重な生態系の持続的な保全、自然と共生した持続可能な発展、

学術的研究や調査・研修への支援に取り組んでいきたいと考えています。

１番下ですが、登録により期待される効果としては、世界基準の認定によるブランド価

値の向上、国内外への情報発信力の強化による地域の活性化、環境教育や研究拠点として
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の活用などが考えられます。

次の３６ページをごらんください。これまでの取り組みと今後の予定です。

平成２６年２月に大分県で推進協議会が発足し、その後、宮崎県と連携して取り組みを

進めてきました。昨年８月に申請書概要を提出し、１１月に申請書提出が認められたため、

今年２月に申請書案を提出し、日本ユネスコ国内委員会による審査を受けてきました。そ

して先月８月１２日に国内推薦決定の可否を審議する審査会が開催され、国内候補地とし

てユネスコへの推薦が決定したところでございます。残るはユネスコでの審査のみとなっ

ており、順調にいけば来年の夏には、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークとしての登録が

決定します。引き続き地元３市及び宮崎県としっかり連携して取り組んでまいりたいと思

います。

佐伯食品安全・衛生課長 ３７ページをごらんください。

おおいた動物愛護センター（仮称）基本構想（案）について、ご説明いたします。

動物愛護拠点施設の設置については、昨年１２月の知事と大分市長の政策協議を受け、

大分県・大分市動物愛護拠点施設共同設置検討協議会において検討を行ってまいりました

が、先月２２日に再度政策協議が行われ、建設予定地や予算規模等を決定、発表したとこ

ろです。

その後、さらに検討を進め、基本構想案を策定いたしましたので、その概要を報告いた

します。

１の基本的な考え方としては、①人と動物が愛情豊かに安心して暮らせる社会の実現に

寄与する施設、②誰もが利用できる施設、③動物愛護ボランティア等との協働で進める施

設を目指します。

２の役割と機能としては、動物を通じて命の大切さを感じる場、人と動物の正しいかか

わり方を学ぶ場、人づくり・環境づくりを通じて人と動物の共生を推進する場としていま

す。

３の施設は、管理棟、動物保護棟、付帯施設で構成し、管理棟は事務室のほか指導面談

室や会議室など、動物保護棟は犬・猫の各種飼育室、検査治療室、ふれあいコーナーなど、

また付帯施設としてはドッグラン、多目的広場などの設置を検討しています。

４の設置場所等ですが、選定に当たっては、県と市の公有地を中心に、十数カ所の候補

地を検討してきましたが、土地の面積はもちろんですが、住宅地からの距離、交通の便、

津波の影響などの諸条件を検討した結果、大分市廻栖野の現みどりマザーランドの一部を

最適な場所として決定したものです。当該地は九州乳業株式会社が所有しており、約２万

平方メートルです。

また、収容動物の殺処分等については、引き続き大分市小野鶴の現動物管理所を使用す

ることとしています。

５の整備スケジュールですが、今回の補正予算案に必要経費を計上しておりますが、２

８年度に用地測量、基本設計を行い、２９年度に実施設計を行った後に着工し、３０年度

中の完成を目指しています。

６の管理運営方法ですが、県・大分市による共同設置・運営とし、ドッグラン等につい

ては、指定管理やネーミングライツなどの導入を検討していくこととしています。

以上が構想案の概要となりますが、本委員会でのご意見や、今後実施するパブリックコ
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メントでの県民のご意見を参考にしながら、早期にまとめたいと思います。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見はありませんか。

吉岡委員 今の説明の４の設置場所等の１番下にある収容動物の措置について、現動物管

理所を引き続き使用するということは、殺処分ゼロを目指してはいくけれども、完璧には

できないので、これはずっと存続していくということでいいですかね。いずれ廃止してい

くのか。

佐伯食品安全・衛生課長 今委員ご指摘のとおり、徐々に殺処分の頭数は、犬は激減して

おりますけれども、猫についてはまだ横ばい状態が続いているということもございまして、

私どもとしても、できるだけ殺処分を減らすという目標はもちろんでございますが、新し

い施設ができたとしても、一気にゼロになるということは考えにくいので、引き続き小野

鶴の施設を使っていきたいということでございます。ただ、これが１０年先にどうなって

いるかということもございますけれども、その後については、またいろんな形で……。処

分する方法についても、現在炭酸ガスで処分をしているわけでございますけれども、その

処分のあり方等々もまた検討しながら、その焼却炉の問題についても、また頭数が減った

段階で新たに市町村とも協議をしながら、大分市さんを含め、動物専用炉がございますの

で、そういったところとも協議を進めていきたいと考えています。

吉岡委員 愛護センターができて、私がよくご相談いただくのは猫ですけど、結構山のと

ころとか公園とかで、野良猫に餌をやる高齢者が結構いて、そこに置いていくからいつま

でも猫は繁殖するということで、そうしちゃいけないとわかっていてもどうしてもしてし

まう。そういう取り締まりというか、なるべくそうしないように立て看板とか、そういう

具体的な対策は。せっかく愛護センターができるんだけど、片やいろんな地域で繁殖をし

ているというところもあるので、そういう対策もお考えですか。

佐伯食品安全・衛生課長 県内に数カ所、野良猫に餌を与えて繁殖して困っているという

ような話は伺っております。そういったところについては、公園管理者と一緒になって、

私どもとしてもポスターを掲示したり、餌をやらないこと、動物の遺棄、虐待は犯罪です

よというようなポスターもございますので、そういうポスターを張ったり指導啓発に努め

ているところでございます。

それともう１つは、不妊去勢手術の助成事業も市町村に対して行っておりますので、こ

ういった事業を活用しながら野良猫が減るような対策をしっかりとっていきたいと考えて

おります。

近藤委員 ちょっと視点が外れるかもしれませんが、小野鶴は今どういう動物というか、

家畜が対象になっちょんのかな。

佐伯食品安全・衛生課長 犬と猫です。

近藤委員 小野鶴も犬と猫だけですか。

佐伯食品安全・衛生課長 はい、そうです。

近藤委員 あとはないんですか。

佐伯食品安全・衛生課長 はい、いわゆるペット動物なんですけれども、その中でも通常

犬と猫だけを取り扱っております。

近藤委員 小野鶴は新しいのができたらどうなるんですか。

佐伯食品安全・衛生課長 処分施設、炭酸ガスで処分をして、その後焼却をするという機



- 44 -

能だけは小野鶴に残したいと考えております。

近藤委員 これは農林水産委員会の事項になると思うんですけれども、大型の動物は長崎

にみんな運んでいますよね。非常に皆さん苦労してお金をかけて長崎まで運んでいます。

だから、その辺もいずれ考えてくださいよということがいっぱい耳に入っちょんけど、こ

れはもう言う場が違いますけん、またちょっと。そういうこともあるということを頭の中

に入れておいてください。

森委員 ３４ページの国立公園満喫プロジェクトのスケジュールで、今後１２月にステッ

プアッププログラムを策定して国へ提出、そして来年１月からステップアッププログラム

に基づく取り組みが実施されるということなんですけど、どういうスパンで、おおむね何

年で期限というのがあるのかというのと、どういう計画かというのを教えていただきたい

と思います。

山﨑自然保護推進室長 ステップアッププログラムについては、２０２０年までの計画を

立てるようになっております。初年度、２９年１月からについては、国の補正予算等もあ

りますので、こういったものを活用して、ビューポイントの整備とか、観光客の増加に資

するような施策をそれぞれ国の補助金を使いながら整備していくということで、それぞれ

何年に何をやるというのは、今後今ちょうどステップアッププログラムをつくるための協

議会で計画を策定しております。その中できちんと決めていきたいと思っております。

森委員 既に国立公園、ナショナルパークなんで、新たにこれを出すことでまた認定され

るというわけではないということでよろしいのかというのと、世界基準のブランドが阿蘇

くじゅう、祖母傾山系で、今国定公園ですけれども、これがユネスコエコパークに認定さ

れるということで、それぞれ大分県の自然の価値が認められるということで、多くの方が

また訪れるであろうという期待もしている。そういう中で、受け入れ側で大分県できちん

とした自然を満喫していただくために来られる方が守らなければいけない、自然に入るに

当たって守らなければいけないルールであるとか、県としての環境整備なり、そういうル

ールづくり、一般質問でも言いましたけれども、そういうことも必要だと考えますけれど

も、改めて教えていただきたいと思います。

山﨑自然保護推進室長 満喫プロジェクトの選定ということで、環境省からされたわけで

すけれども、改めてもう１回何をするので選定というのはこれはないですね。ただ、事業

を採択されるかどうかということで淡々と事業は進めていきます。委員から一般質問でも

ありましたルールというのは、民間の方たちの協力を得て、啓発とか周知というものをよ

く連携してやっていくと、そういうルールづくりというものを考えたいと思っています。

森委員 長野県の条例を私この前、例に出しました。あえて規制するんではなくて、いか

に楽しんでいただいて、地元の人がその価値を改めて知って、また地元の人が誇りに思っ

て情報発信するというような形で、観光振興にもつながる条例だということで例で取り上

げさせていただいたんですけど、大分は大分で独自のものがあっていいと思いますので、

本当の大分の自然を楽しんでいただくために必要なルールづくりについてまた検討をお願

いしていきたいと思います。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、次の報告をお願いします。

⑪から⑫までをまとめてお願いします。

神理事兼防災局長 平成２８年熊本地震の検証（中間まとめ）について説明申し上げます。



- 45 -

資料の３９ページをお願いします。

目的にありますように、県では南海トラフ巨大地震など大規模災害に備えるため、市町

村や関係機関とともに、熊本地震における対応を検証しているところであります。このた

び、検証結果を踏まえ、今後の対応策について中間まとめを行いましたので、報告したい

と思います。

まず、検証項目ですが、災害情報、避難者支援、支援物資、災害対策本部、大きくこの

４つの項目について課題を抽出し、改善策を検討するという形で進めております。

次の４０ページをお開きください。まず４項目のうちの１点目、災害情報についてです。

左側が課題、どういう問題があったか、右側がそれに対しどう改善していくか、取り組

みを書くという形で整理しております。

（１）災害情報の収集に当たりましては、これが１番大事になるんですが、やみくもに

情報を収集するのではなく、ここに初動期、応急対応期など時期を書いておりますが、そ

の時々によって必要な情報をとるように整理をしないと、対応においても混乱すると考え

ております。そういう意味で、災害対応時の各段階に応じて必要な情報をとるというよう

に、情報収集業務を明確にしていくとまず考えています。また、迅速な災害対応を行うた

めには、市町村からの情報に頼るだけではなく、例えば県でも購入したドローンで現場の

情報を把握するとか、あるいはツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳを使って多様な

情報収集手段を確保する必要があると考えております。次に、（２）情報収集体制の強化

についてですが、本県では大規模災害発生時に、被災市町村の情報を収集するため、各振

興局から情報連絡員として職員を派遣するという制度を設けておりますが、今後、研修会

等を通じてスキルアップを図るほか、日ごろから市町村と顔の見える関係をつくっていく

など、情報連絡員の機能強化を図っていきたいと考えております。（３）災害情報の県民

等への迅速な提供では、災害発生時に、県民の皆さんに迅速に情報をお伝えするため、県

ホームページだけでなく、県の公式ツイッターやフェイスブックの活用を図っていきたい

と考えております。（４）外国人への情報提供等でございますが、さきの一般質問でもお

答えしましたが、発災が発生した時に県に多言語支援センターを立ち上げ、ホームページ

やＳＮＳ等を通じて被災状況や避難所などの情報を発信するなど、災害が起こっても海外

からの観光客や留学生の安全・安心を確保していきたいと思っております。

次の４１ページをお開きください。２点目の避難者支援です。

今回の熊本地震ではそれぞれの市町村で避難所を設置しましたが、その設置・運営を基

本的に職員が担っているという実態があります。そうしますと、本来職員でなければ行う

ことができない、被害状況の調査や支援物資の対応などになかなか手が回らないというこ

とも聞いております。そこで、（１）避難所運営においては、市町村における避難所運営

ルールを確立する、あるいは防災士、自主防災組織、場合によっては避難者の皆様方にも

ご協力いただいて、地域住民による避難所の主体的運営が重要になってきますので、そう

いった動きを支援したいと思っております。（２）指定避難所外対策では、車中泊も含め、

指定避難所以外における避難者の実態把握と支援方法を検討していきたいと思っておりま

す。

次の４２ページをごらんください。３点目として支援物資であります。

今回の地震で、本県では大きな混乱はありませんでしたが、熊本県におきましては、支
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援物資が被災地の物資拠点に滞留し、その先の避難所に届かない、いわゆるラスト１マイ

ルの問題が発生したという状況です。その解決手段として、（１）輸送手段の確保のため

の取り組みとして、避難者に確実に物資を届けるためには、行政の力だけではどうしよう

もできないということで、民間のノウハウを活用していくことが重要であるので、災害時

における事業者との協定の締結等を進めていきたいと考えております。また、（２）の物

資輸送拠点の確保では、本県の物資集積拠点として大分スポーツ公園を位置づけておりま

すが、例えば周辺道路が使えなくなるというようなことで、拠点そのものが機能しないこ

とも大規模な災害では想定しなければならない。その場合、県内市町村の拠点の共同利用

は当然のことでありますが、九州各県の公的施設の相互利用や、県外の民間倉庫等の利用

について国や民間企業とも検討を行っていくこととしています。

４３ページをごらんください。４点目として災害対策本部であります。

災害対応の中心的役割を果たす県の防災センターの機能強化や、大規模災害発生時に設

置される政府の現地対策本部の活動スペース等についても検討していきたいと思っており

ます。

申しわけございませんが、最初の３９ページにお戻りいただきまして、これはまだ中間

まとめということで、年内に具体的に詰めるべきは詰めて、最終的なまとめを行っていく

予定にしております。その後、県の地域防災計画等の見直しをしていきます。年度内に内

容を固めていきます。２９年度になりましたら早い時期に、その計画に基づく防災訓練を

実施し、実効性を高めていくことを考えております。

法華津防災危機管理課長 大分県地域防災計画の修正について説明申し上げます。

同じ資料の４４ページをお願いします。

先般７月２１日に大分県防災会議を開催し、大分県地域防災計画の修正案が承認されま

したので、概要についてご報告いたします。

今回の防災計画の修正は、大分県災害対策本部の体制の見直しでございます。

現在、熊本地震への対応等につきまして、ただいま報告がありましたとおり検証中でご

ざいますが、改めるべきところは早急に改める必要があると判断により、７月４日付で防

災局を設置し、危機管理体制の強化や市町村の支援等に資するよう、県の組織を見直しま

した。

防災計画の修正の内容ですが、県の組織改正により防災局長が新設されたことに伴い、

県災害対策本部の運営や総合調整室を統轄するポストに防災局長を充て、総合調整室長で

あります危機管理監には、情報収集と応急対策等の災害対応に専念してもらう体制にいた

しました。

また、総合調整室の中にありました庶務班を、市町村への支援や本部会議の運営等にあ

たる総務班に改組して防災局長の下に設置するとともに、情報発信の強化のため広報班を

広報・情報発信班に改組し、同じく防災局長の下に配置することにしました。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。質疑、ご意見があればお願いします。

守永委員 ３９ページの２８年熊本地震の検証の中間まとめということで、検証方法で、

県、市町村、九州地方整備局等による課題の抽出といった作業があるんですけれども、ぜ

ひこの課題を聞き取る対象として、ＪＲだとかバスだとか、公共交通機関からの課題の拾

い上げというのもしていただきたいと思います。被災をして、自分の交通手段、マイカー
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とかを失った場合に公共交通が残れるかどうかというのは、やはり大事だと思いますし、

２０１１年の東日本大震災のときも、バス会社の運転手が津波に遭ったと聞いて駆けつけ

て、バスだけ安全なところに避難させて、その後そのバスが地域の公共交通として役に立

ったんだろうと思うんですよね。そういったことも踏まえて、何か課題があったのか。

この間の一般質問でも投げかけさせていただいたんですけれども、ＪＲ等で九州全域が

震度４で緊急地震速報が流れて、そのときに、その携帯メール、エリアメールを受診でき

なかった運転手もいるんですよね。だから、その運転手というのは信号が赤でとまったと

いう形になってしまうので、そういった通信機器の整備とか、そういった課題もいろいろ

と出てくると思いますので、ぜひそういったところも課題の抽出作業の中に入れ込んでほ

しいと思います。

神理事兼防災局長 貴重なご意見ありがとうございました。災害対策本部の中で、通信・

輸送部、企画振興部ですけれども、そこが担っております。そこともきょうの話をさせて

いただいて、ワーキングに入れるとかは全然問題ないというか、なるべく我々としても、

これだけって限定するんではなくて、より幅広いいろんな課題を捉まえていきたいと思い

ます。ちょっと協議させていただきたいと思います。

衞藤委員長 ほかにご質疑等もないので、これで諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にないようですので、これをもちまして生活環境部関係の審査を終わりま

す。

執行部はお疲れさまでした。

〔生活環境部退室〕

衞藤委員長 それでは、内部協議に入ります。

初めに、県議会災害対策連絡協議会が取りまとめた大規模災害に関する提言（案）につ

いてご検討をお願いします。

県議会災害対策連絡協議会は、本県も大きな被害を受けた４月の地震を受けて立ち上げ

ました。協議会はこれまで３回開催されたほか、熊本県での現地調査を行いました。

今後、知事に対して、大規模災害対策に関する提言を行うこととしております。

お手元の提言案をごらんください。

たたき台となる素案を事務局から全議員にお配りし、ご意見をいただいた上で修正した

ものがこの提言案です。７日に開催された協議会で、各常任委員会ごとに関係部分を検討

することになりました。事務局が、提言案を事前にお配りしておりますので、ご検討して

いただいていると思います。

この提言案について、ご意見等はありませんか。

平岩委員 ありがとうございます。事務局の方に感謝しますが、４ページのところの被災

者支援に関することで、プライバシーの保護等という書き方なんですけど、私は、こうい

うときに女性に対する暴力が起きますよねというのをずっと言ってきたので、どこかで女

性が暴力に遭わないというか、男女が区別されてトイレや入浴ができるとか、そういうよ
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う配慮が入るような言葉が１つでもあるといいかなと思ってこれを見ておりました。必要

だったらまた一緒に文言を考えますが、何かそこら辺がですね。

守永委員 その女性に対する部分とあわせて、障がいを持っている方に対する配慮という

のも、今かなり意識した災害対応の計画にはなっていると思うんですけれども、提言され

るのであれば、そういった面も書き加えていただけたらと思います。

衞藤委員長 そうですね、それは大事なことでしょう。それではその２つ、文言を考えて

ください。

守永委員 ２ページの市町村との連携強化というのが（３）にあるんですけれども、ここ

で基本的には、市町村の職員に対する応援職員として、県から市町村の現場に行って、そ

の状況を把握しながら一元的な窓口になるということを言っているんだと思うんですけれ

ども、なかなかそれがうまくいっていなかったり、結局県から、いわゆる県の主管課から

県の主管課に同じような連絡を取り合うような形が実際あったと聞いているので、それが

なぜかなというのをきちんと整理しなきゃならんと思うんですけどね。

私の想像からすれば、県なら県のサイドで窓口の１人を置いて、県の職員が市町村側の

窓口になるとしても、もう１人市町村サイドに立つ窓口の職員も県から派遣をして、窓口

同士で情報交換できるような体制にすれば、１人の窓口が県の関係機関、市町村の関係機

関をそれぞれやりとりするんじゃなくて、Ａさんは県の関係機関、Ｂさんは市町村の関係

機関、Ａさん、Ｂさんがそれぞれ情報交換して、お互いまた返していくという形のほうが、

相手方がワンサイドになるのでいいのかなということも考えるんですよね。そういったこ

ともぜひ考慮して体制改善をお願いしたいと思いました。

それと、（４）の関係機関及び民間事業者との連携強化は先ほど言ったように、公共交

通機関、ＪＲ、バス、タクシー、トラック、そういったところとの連携もやるべきだと書

き加えてほしいと思います。

近藤委員 地震対応で感じたことは、いかにマニュアルとかをどうしようが、そこに対応

する人次第で大違いであるということを、本当に私は感じております。やっぱり県民じゃ

なくて、対応する職員の意識を向上させていかないと、中に入っている人がいろいろ世話

を焼きよんのよ、職員以上に。僕はずっと見て回っちょるけどね。本当にそういうことが

ありますので、言うと市の職員の悪口になるけんもうそれ以上言わんけんが、もうちょっ

とどげえかならんかいと言いてえごとあったよ。本当にいっぱい。そんなこともあります

ので、これはこれでいいです。

吉岡委員 ちょっと１つだけ教えてください。４ページの（１）の赤字の波線があるよね、

確実・迅速な避難につながるサイレンの吹聴を周知・徹底するというんですけど、これは

サイレンに何かいろいろ種類があったんでしたかね。

事務局 これは元 議員がいつもおっしゃっていることで、水害の関係とか地震の関係と

かいろいろ種類があるので、それがいつも本能的にわかるような周知徹底、教育をせんと

意味がないということを元 商工労働委員長が協議会の場でおっしゃっていましたので、

それを加えたということです。

吉岡委員 そうなんですか。でもサイレンの種類ってわからないよね、そんなに言われた

って。

事務局 そこの周知が足りないので、誰でもわかるように周知を徹底するようにというよ
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うな趣旨です。

吉岡委員 それは、避難のためのサイレン、何とかのためのサイレン。

事務局 いろんな種類があると思います。

守永委員 端的に言えば津波でしょうね。

吉岡委員 でも、もう何か起きたときは津波のやつとか判断できないから、やっぱり本当

にとにかく危険だというサイレンを１本にするならしたで、何かなというのは後で、その

ときわからないですね、どっちみち。これはいいと思う。

守永委員 津波は防災士で習っておりますから。

吉岡委員 だけど、我々が知ったとしても、みんなが毎回、４種類とかしたってわからな

いから、やっぱりちょっと大事だなと思った。私はできればここに、１つの危険というサ

イレンでいいのかなという。そうすると、危険のサイレンを聞いてみんな何をしなきゃい

けないのかなというのは防災無線とかでいいと思うし、サイレンの種類にしたってね。

守永委員 ただ、津波の場合はすぐ逃げないと、１０分で来てしまうというエリアは、そ

れだけは区別しておかないと逃げられないですよね。

吉岡委員 例えば、津波がばっと来た。でも、奥のほうの人たちも川を上って津波が来る

じゃないですか。そのときに、時間かかるんだけどね、それで一斉にサイレンをばっとや

って、それを地域ごとに、津波ですとか、何とかですとかしたら、よりわかりやすく、こ

れはそういう意味だと思うので、とても大事だなと思いました。これは何種類あったのか

なと今ちょっと確認したまでです。

衞藤委員長 うちは市が各家に全部防災無線をつけているんです。それで２４時間つけっ

放し、もちろん災害があったときにばっと言うし、ほかの件、重要なことは防災無線でし

ゃべってくれるんですよ。そういうのはないんかな、ほかの市町村は。

吉岡委員 例えば大分市とかは大きいじゃないですか、そしたら、今回大在のほうも無線

をつけるようになったらしいんですね、今回の予算か何かで。だから、例えば、市内とか

いうのは、海も近いし、来たときに防災無線とかがないもんね、市内には。我々は県庁で

聞こえるけど、だから、地域によってはあるけど、広大になるとないのかなと。

井上副委員長 杵築市は各家庭にですか。

衞藤委員長 全部つけてる。だから、どこか地震があっても、例えば、別府、湯布院にあ

りました、震度３ですと言って知らせてくれる。津波が来る前に地震があるでしょうから、

まず地震があって、海に地震がありましたので、津波の警戒をしてくださいとおらぶわな。

それはもう全部２４時間ついちょるから、うちはそういう面ではまあいいかなと。

井上副委員長 日田市の場合は、中心部には民間ケーブルテレビがあるけれども、周辺部

にケーブルテレビが入らないから、市が張りめぐらしたんですよ。そのときに各家庭に防

災無線がついたので、周辺部は各家庭についているけど、中心部にはついていない。外で

言っているのを聞かないと、大雨のときに聞こえないとか困るんですよね。

衞藤委員長 やっぱせめて海岸部は全部つけるといいですね、大分でも。津波の被害があ

るところは。高台はいいから。

ほかにご意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 それでは、当委員会からの意見については、そのようにいたします。
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なお、提言は今後開催される協議会で決定されますが、最終的な調整は委員長にご一任

いただくということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 それでは、この件はそのようにさせていただきます。

次に、閉会中の所管事務調査の件について、お諮りいたします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会中の継続調査をいたしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ご異議がありませんので、所定の手続をとることにいたします。

最後に、８月に予定していましたが、台風の影響で実施を取りやめた県外所管事務調査

について、事務局から説明してください。

〔事務局説明〕

衞藤委員長 ただいまの説明の中で、ご質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 それではこの案で決定いたします。

今後の細部の変更などについては、私が判断させていただきますので、ご一任願います。

最後に、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 別にないようですので、これで委員会を終わります。

お疲れさまでした。


